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駅前等再開発特別委員会記録

１．会議日時

平成１９年２月１４日（水）午前１０時１２分　開会

　　　　　　　　　　　　　午後　１時５３分　閉会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 木村勝彦  副委員長 柴田繁勝  委　　員 藤浦雅彦

委　　員 野口　博  委　　員 山本善信  委　　員 嶋野浩一朗

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

助　役　小野吉孝

市長公室長　寺田正一 同室参事　小山和重 同室参事　吉田和生

１．出席した議会事務局職員

事務局次長　野杁雄三 同局書記　湯原正治

１．案件

　　・南千里丘まちづくりについて
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（午前１０時１２分　開会）

○木村委員長　おはようございます。

　ただいまから、駅前等再開発特別委員

会を開会します。

　まず、理事者からあいさつを受けます。

小野助役。

○小野助役　おはようございます。

　来週から３月定例会が始まるというこ

とで非常にお忙しい中を駅前等再開発特

別委員会を開催いただきまして、ありが

とうございます。

　今回お示しをいたします内容につきま

しては、レジュメにございますように一

つには南千里丘まちづくり事業に対しま

す土地所有者の提案骨子についてご説明

申し上げたいと思ってます。

　２つ目には、本市とジェイ・エス・ビー

との基本合意並びに覚書につきましての

内容でございます。

　３つ目には、平成１９年度予算にも計

上いたしております南千里丘まちづくり

に関わる都市計画の手続きにつきまして

ご説明申し上げたいと思っております。

よろしくお願い申し上げます。

○木村委員長　あいさつが終わりました。

　本日の委員会記録署名委員は、山本善

信委員を指名します。

　本日の案件の南千里丘まちづくりにつ

いて説明をお願いします。寺田市長公室

長。

○寺田市長公室長　本日は、公私何かと

お忙しい中、駅前等再開発特別委員会の

開催を賜りましてまことにありがとうご

ざいます。

　さて、先ほど助役の方からご説明がご

ざいましたように、１９年度はいよいよ、

これまでの検証から、いよいよ具体的に

事業が始まっていくということでござい

まして、本日これまでの経過あるいは今

後の方向について駅前等再開発特別委員

会の委員の皆様方にご説明を申し上げた

いというふうに思っております。

　ついては、昨年５月に本市、阪急、ダ

イヘンの３者で締結いたしました南千里

丘まちづくり構想に関する基本合意の第

６条に基づきまして、ダイヘンは本まち

づくりに協力する企業に土地を売却する

という趣旨に基づきまして、昨年７月に

株式会社ジェイ・エス・ビーに売却をさ

れ、本日に至っております。

　昨年１２月に土地所有者の株式会社ジェ

イ・エス・ビーより本市の主体性による

南千里丘まちづくり構想の趣旨に沿った

形での本市との連携について南千里丘ま

ちづくり事業提案がなされ、今日までそ

の内容の趣旨について本市の南千里丘ま

ちづくり構想のコンセプトとの整合性や

提案者としての協力事項について検証並

びに協議を行ってまいりました。

　このたび、双方が合意すべき点が整理

されてまいりましたので、本日、本委員

会にご説明をさせていただく運びとなっ

たものでございます。

　ご説明を申し上げます内容につきまし

ては、お手元に配付させていただいてお

ります表紙の資料目次にもお示しいたし

ておりますが、まず１点目は資料１にお

きまして土地所有者である株式会社ジェ

イ・エス・ビーからの事業提案について、

その内容の骨子についてご説明を申し上

げます。

　次に、２点目といたしましては、お手

元の資料２によりまして、事業提案に基

づきます内容につきまして、双方が協力

すべき内容について書面において確認を

行うこととして、今回、南千里丘まちづ

くり事業に対します基本合意（案）及び

覚書（案）について、その内容の概要を

ご説明を申し上げたいと思っております。

　引き続きまして、３点目の資料３につ
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いてでありますが、今回のまちづくり事

業に伴いまして、都市計画による用途地

域の見直しを実施するものでありますが、

あわせまして本まちづくりでの新たなルー

ルづくりを本市にとりまして初めての試

みとして、都市計画法上の地区計画を定

めるものでございます。

　その素案が一定の取りまとめができま

したので、都市計画（素案）として概要

をご説明を申し上げます。

　以上が、本日ご説明を申し上げます項

目でありますが、各項目が民間との連携

にかかわります一連のものでありますこ

とから、一括してご説明を申し上げたい

と考えております。

　以上で、私からは本日の開催にお願い

いたします趣旨につきましてご説明を申

し上げますが、各項目の内容につきまし

ては、引き続きまして担当よりプロジェ

クターを利用してご説明をさせていただ

きますので、よろしくお願いを申し上げ

ます。

○木村委員長　吉田市長公室参事。

○吉田市長公室参事　それでは、お手元

の資料１から順次ご説明を申し上げたい

と思います。

　まず、南千里丘まちづくり事業に対し

ます土地所有者でございます株式会社ジェ

イ・エス・ビーから、事業提案をいただ

いておりまして、その骨子についてご説

明を申し上げます。

　まず、まちづくりの提案の骨子といた

しまして、１点目は市のまちづくり理念

の共有という内容でございます。

　まず１点目は、公共側のガバメント、

つまり行政としての使命感を尊重する。

　２点目、まちづくり理念を基本原則と

して、協力して進める。

　３点目、ジェイ・エス・ビーの経営理

念「安心・安全・快適・健康・環境・福

祉」に沿って、魅力溢れる社会の実現に

貢献する。

　４点目、当該事業に参画する企業は、

まちづくり理念を共有して誠意を持って

責務を負うといたしております。

　次に、２点目といたしまして、今回の

まちづくりの提案の主旨でございますけ

ども、まず１点目は、経済効率優先から

快適空間・アメニティー優先の都市核の

創出を図る。

　そして２点目、住民の幸福に貢献でき

る波及効果の高い地域開発をめざす。

　そして、３点目には、まちづくり事業

についての公共側の強い意志を民間事業

者側も共有するという、この３点の提案

の主旨に基づきまして、ジェイ・エス・

ビー側からはまちづくりの今回のコンセ

プトとしてご提案がなされております。

　まず１点目は、「住民の幸福に貢献で

きる波及効果の高い地域開発」。そして、

周辺を意識しての内容でございますけど

も「既存市街地の活性化の核として位置

づける」というような、２点についての

コンセプトがなされております。

　そのコンセプトの核となりますものが

「産・官・学・市民」という一つの連携

の中で、このまちづくりを活性化してい

きたいというふうな提案になっておりま

す。

　まず、一番上の楕円のところに福祉・

健康の増進。つまり、このような、福祉・

健康に対して増進が図れるような協力を

進めたい。そして、左側におきましては

産業の育成として、このまちづくりで民

間側としては情報も発信していきたい。

そして、下の部分で環境保全。つまり、

環境を重視したまちづくりで、そして環

境の継続的な補完も図っていきたい。

　そして、右側でございますけども、文

化の創造、そして、教育の振興というこ
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とで、地域社会の文化と市民の連携の中

で高めていく基盤を生涯学習という一つ

のキーワードの中で広げたいという提案

でございます。

　次に、今回土地の所有者として、この

現在の南千里丘の中でどのような土地利

用に関する民間提案がなされたかという

ことを方針として、骨子としてまとめて

おります。

　まず、今回の土地利用の基本計画の骨

子といたしましては、この土地利用に関

して、摂津市の都市計画の方針に沿った

ものとするという形になっております。

　そして、開発地域のグランドデザイン

は、景観環境を最優先とするという形に

なっております。

　また、地域社会の福祉に寄与する関連

施設を提供する。

　そして、３点目といたしましては、関

連施設は、南千里丘まちづくり構想、つ

まり摂津市のまちづくりの構想の目的と

した施設とする。

　４点目は、都市の環境に配慮した、地

球温暖化対策のモデル地域としての発信

をしたい。

　５点目には、開発時の公開空地を確保

する。

　６点目といたしましては、「風営法」

にかかわる業務などは、すべて抵触しな

い事業施設として計画をする。つまり、

「風営法」に該当するものは、含めない

という提案でございます。

　そして、７点目といたしましては、公

序良俗に反する利用は行わないというこ

とを基本の提案の骨子にされております。

　次に、各ゾーンごとの提案をいただい

ている内容をご説明申し上げます。

　まず、新駅の駅前につきましては、市

民交流ゾーンとして、快適な都市づくり。

つまり、都市の顔づくり等に協力する。

　そして、２点目には駅前に公共空間

（駅前広場）と、そして公共施設を配置。

つまり、駅前に公共側の用地を確保する

という内容になっております。

　そして、３点目は駅前に商業施設や住

宅は配置しない。つまり、公共用地とし

て利用できるゾーンに土地利用として行

うという内容になっております。

　次に、駅前から１枚奥になりますけど

も、緑色のゾーンには大学の「大学・学

生・市民交流」として、大学サテライト

キャンパスをジェイ・エス・ビーとして

は誘致する。そして、新しい情報を生み

出す情報基盤を整備し、ここで土地所有

者から提案が出てるんですが、３点目と

して摂津市が今検討に入っておりますコ

ミュニティプラザ複合施設と大学サテラ

イトキャンパス、そして学生交流センター

などと一体的に整備をしませんかという

呼びかけになっております。

　次に、このゾーンにつきましては、高

齢者福祉住宅として、高齢者福祉住宅を

整備し、健康福祉施設として整備を進め

ていきたいということになっております。

　特に、この部分につきましては、大学

サテライトキャンパスと連携した福祉政

策も含めて、ここと連携したいというご

提案にもなっております。

　次に、中学校の北側の部分とふれあい

広場の一部につきましては、住宅施設及

び商業業務施設として開発を進める。

　１点目は、永住型住宅を計画し、若年

層のファミリーを対象とする。ただし、

商業・業務施設でございますけども、こ

れは大規模小売店舗立地法に抵触しない

範囲。つまり、売り場面積が１，０００

平米以下の商業・業務施設とする。そし

て、専門店としては、エコカフェーなり、

レストランなどを誘致したいというご提

案でございます。
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　次に、総合福祉会館の跡でございます

けども、ここは永住型住宅を計画したい

ということで、住宅の専用化というご提

案をいただいております。

　次に、先ほどの土地利用を前提にして

ジェイ・エス・ビー側から出ているまち

づくり提案のイメージ図になっておりま

す。

　環境上の緑を多くして、そして空間を

広げる。そして、公開空地を担保してい

くという内容のもとにイメージは描かれ

ておりますけれども、１点目にやはり先

ほども提案がございました大学サテライ

トキャンパスの中において、いろんな展

開をしたいというご提案にもなっており

ます。

　もう１点は、境川の扱いでございます

けども、やはり境川についてもジェイ・

エス・ビー側としてはボックス化をして、

上部を環境的に活用していきたいという

ようなご提案にもなっており、今後、境

川の扱いについては非常に幅広い論議が

必要になってこようかというふうに考え

ております。

　以上がジェイ・エス・ビー側から出さ

れております、まちづくりに対する提案

でございますけども、今日までいろいろ

内容について協力すべき内容なり、遵守

していただく内容等々を協議し、そして

検証もしてまいりました。

　その中で今回、摂津市とジェイ・エス・

ビーとの基本的な合意、そして覚書につ

いて取りまとめができましたので、今回

ご報告させていただきたいと思います。

　今回の覚書の構成でございますけども、

ジェイ・エス・ビー側からの提案をもと

にいたしておりますので、ジェイ・エス・

ビーがまちづくりに対する協力するべき

事項や遵守すべき事項について内容を取

りまとめておりますので、特に行政側が

何かをするというようなことには、構成

的にはなっておりません。

　まず、基本合意（案）でございます。

　基本合意の内容につきましては、合意

の関係者は摂津市と株式会社ジェイ・エ

ス・ビーの２者であります。

　この合意の内容に対する骨子につきま

しては、南千里丘まちづくり事業に対す

る提案書の内容について合意するという

ことになっております。

　次に、第１条の目的でございます。

　南千里丘まちづくり構想の具体化に向

けた事業について、２者が相互協力に関

し、基本的事項について定めるというふ

うにいたしております。

　次に、第２条でございますけども、事

業区域といたしましては、次のページに

別図を添付させていただいておりますけ

ども、南千里丘周辺地区内を対象区域と

する。つまり、南千里丘周辺地区と申し

ますのが、まちづくり交付金の事業対象

区域を設定いたしております。

　次に、第３条でございますけど、事業

内容といたしましては、摂津市のまちづ

くり構想の基本のコンセプトでございま

す「健康・福祉・医療」、そして、「教

育・文化」を今回の合意のコンセプトと

いたしております。

　２点目といたしましては、公共公益施

設などを整備するまちづくりとして、詳

細は別途覚書を締結するという形にして

おります。

　第４条として、相互協力によるという

ことで２者は誠意をもって協力するとい

うことを基本合意の骨子にいたしており

ます。

　次に、第５条でございますけども、今

回のこの基本合意に疑義が生じた場合は、

２者で協議するという形をとっておりま

す。
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　今回のこの基本合意書を２通作成し、

２者が押印のうえ、各１通を保有すると

いうことで、双方が各１通で確認し合う

という形になっております。

　次に、基本的な合意につきましては、

先ほど申し上げました基本合意書で締結

いたしますが、ジェイ・エス・ビー側か

ら出されております協力事項について覚

書で確認をしていくという形をとらせて

いただいております。

　この覚書につきましては、まず摂津市

と株式会社ジェイ・エス・ビーとの２者

で、この基本合意第４条に規定する協力

事項及び遵守事項に関し、覚書を交換す

るという形をとっております。

　まず、第１条でございますけども、株

式会社ジェイ・エス・ビーの協力すべき

内容ということで、まず第１項では土地

利用関連といたしまして、１点目は南千

里丘まちづくり構想における土地利用構

想に則した事業を実施する。

　そして、景観環境を最優先させた開発

とする。

　３点目、地域社会の福祉に寄与する施

設を配置する。

　そして、環境対策として地球温暖化対

策に配慮した地区として整備する。

　５点目は、土地開発に公開空地を確保

する。

　次に、第２項といたしまして、民間活

力の導入関連として、摂津市の財政負担

の縮減を進めるため民間活力導入に努め

る。

　また、その部分については今後、詳細

について協議になってこようかというふ

うに考えております。

　次に、第３項でございます。公共公益

施設、つまり、今、検討中のコミュニティ

プラザの関連でございますけども、１点

目は複合機能との連携が図れる施設計画

などを行う。つまり、コミュニティプラ

ザと先ほど申しました大学サテライトキャ

ンパスとのソフト、ハードも含めて、施

設計画として連携が図れるように今後協

議を進めるという形になってまいります。

　２点目、施設の建設及び維持管理経費

などの軽減に寄与する。運営状況を公開

する。

　そして、３点目に連携した施設建設を

行う場合は、公平性・透明性を堅持する。

　そして、４点目に新駅の駅前広場に隣

接して設置できるよう、摂津市所有の土

地、つまり現在区域に含めております旧

総合福祉会館の用地、そしてふれあい広

場の用地を交換して、等価交換なり区画

整理における飛び換地を活用して駅前に

集合化し、公共用地として担保するとい

うような内容に協力するということになっ

ております。

　次に、第４項といたしまして、大学サ

テライトキャンパスの誘致の関連の内容

でございます。

　まず１点目、大学施設を誘致し、地域

活性化のプログラムを用意する。

　そして、２点目はジェイ・エス・ビー

自身が自主的な整備・運営による大学施

設などを継続的に運営する。

　そして、３点目としては地域社会の活

性化に資するプログラムを用意するとい

う項目になっております。

　第５項といたしましては、その他とし

て、今現在、昨年８月より南千里丘まち

づくり懇談会を開催しておりますが、そ

こに参画し、連携することを覚書に含め

ております。

　そして、２点目としましては、まちづ

くり構想の理念の実現のために必要な事

項には協力するということで、大きな意

味での内容でありますけれども、やはり

摂津市の主体性のあるまちづくりを進め
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るためには、やはり実現のために協力し

ていただくことを基本にいたしておりま

す。

　ここまでが基本的に協力していただく

内容でございますけども、すべてのその

協力事項については、摂津市と協議の上、

項目をまとめる。細かく協議をするとい

う形をとっております。

　次に、第２条といたしまして、ジェイ・

エス・ビー側が遵守すべき内容といたし

ましては、まず１点目は都市基盤整備、

つまりインフラとかの整備でございます

けども、すべての手続は摂津市に委任す

る。

　つまり、区画整理事業と、及びその周

辺の関係もございますので、例えば福祉

会館の用地を交換した場合、福祉会館に

は今現在、歩道は途中で途切れておりま

すので、それを再整備してまいります。

　そのときに土地の所有者として、それ

には協力していくという内容にもなりま

すし、また管理協定、いろいろな今後、

協定関係もまくことになりますので、そ

れについても摂津市に委任し、協定事項

について誠意を持っていただくという遵

守になってまいります。

　２点目は、土地区画整理事業の認可申

請などに同意する。今回の区画整理につ

きましては、同意施行、つまり摂津市に

対して事業に対して同意するという形を

とってもらうことになりますんで、それ

に対して同意をしていただく。

　そして、まちづくりのルールといたし

まして、地区計画を摂津市で初めて今回

導入いたしますので、その地区計画に同

意する。

　また、地区計画については、所有者の

同意がなければ都市計画決定はできませ

ん。ということで、摂津市が取りまとめ

る地区計画に対しては同意をしていただ

くとなりますが、今後、内容についても

協議してまいります。

　また４点目につきましては南千里丘ま

ちづくり事業の提案書、つまり今回の提

案についての項目を誠意を持って履行し

ていただくということが遵守内容にまと

めております。

　次に、第３条では摂津市の責務という

形になります。この摂津市としては、ジェ

イ・エス・ビーの協力内容の実現に向け

て、誠意を持って協議、対応をする。

　この１条のみ、今回の覚書の摂津市の

責務になっております。

　次に、第４条、覚書の変更。２者がこ

の覚書の内容を変更する場合は、速やか

に協議をするという形を取らさせていた

だいております。

　次に、第５条、その他でございますけ

れども、この覚書の定めのない事項とか

解釈に関して疑義が生じた場合は、２者

で協議をするという形を取っております。

　先ほどの基本合意と同様でございます

けども、本覚書を２通作成し、２者が押

印のうえ、各１通を保有するという形を

取っております。

　ここまでが基本合意及び覚書について

の概要のご説明でございます。

　次に、資料３についてご説明を申し上

げます。

　今回のこの南千里丘まちづくりにつき

ましては、この事業について都市計画上

の手続きが必要になってまいります。そ

の内容についてご説明を申し上げます。

　今回、現行用途地域はダイヘンの用地

及びふれあい広場、警察につきましては、

準工業地域に現在指定されております。

建ぺい率６０％、容積率２００％となっ

ております。それを今回、用途地域の素

案として近隣商業地域の指定を考えてお

ります。
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　今回のこの用途地域を近隣商業に変更

することにつきましては、用途地域は決

定権が大阪府にございます。そして、新

駅を設置して、そしてこのまちづくりを

するという前提で大阪府と今回協議を重

ねてまいりました。その結果、近隣商業

地域が妥当であるという大阪府の見解も

いただいております。

　大阪府の用途地域の指定の基準といた

しましては、住宅と商業が複合化する場

合、また日常購買施設が集積する場合、

そしてこれがキーになりますが、新駅に

なり、駅においての１日の乗降客数が１

万人以上の場合においては、近隣商業地

域として定めるという形になっておりま

す。

　もう１点は、容積率につきましては３

００％でございますんで、これは基準容

積率を今回選択いたしております。

　そして、近隣商業地域においては、ま

ちの安全、そして安心という点、そして

災害に強いまちづくりの観点から、今回、

近隣商業は通常は準防火地域の指定内で

す。摂津市の近隣商業は、すべて準防火

地域を指定しておりますけども、今回の

このまちづくりに関する区域につきまし

ては、防火地域を選択をするという形で、

地域地区としては防火地域を指定いたし

ます。ただし、警察の部分につきまして

は、近隣商業で準防火地域。そして、境

川と千里丘三島線の間にあります、この

三角地の区域でございますけども、ここ

も準防火地域として地域地区は指定して

まいるという予定をいたしております。

　次に、今回の用途地域につきまして、

新旧を比較した図面でございます。この

部分はお手元の資料の中に添付させてい

ただいております内容でございます。

　ただ、右側の変更後の用途地域図にお

いての素案でございますけども、その中

で地区計画、青の点線で区域取りいたし

ております部分で地区計画として今回設

定する区域をあらわしております。

　今回、初めて摂津市で取り入れます地

区計画でございますけども、まず１点目

は地区のまちづくりの将来像を実現して

いくため、用途地域との役割分担と連携

を図る目的の都市計画制度を導入する。

そして、地区計画におきましては決定権

者は市になっております。

　２点目といたしまして、地区の実情に

応じて土地利用の規制、内容を詳細に決

めるという形を取っております。

　そして、３点目といたしましては、住

民が利用する身近な、例えば歩道や緑地、

公開空地などは計画的に誘導することが

できるということで、今回地区計画を導

入する運びになっております。

　次に、地区計画ゾーンの区分でござい

ます。

　南千里丘のまちづくり構想に基づき、

４つのゾーンで区分を考えております。

　まず、Ａ街区といたしましては、中学

校の北側のゾーンでございますけども、

地域活性化ゾーン。そして、駅前に該当

する部分としては、Ｂ街区で市民交流ゾー

ン。そして、ふれあい広場はＣ街区とし

て住宅供給ゾーン。Ｄ街区は福祉会館跡

地の部分でございますけども、住宅供給

ゾーンとして、この４ゾーンに分けてお

ります。

　それを地区計画の計画図としての素案

は、このようなゾーニングになっており

ます。

　この点線でございますけれども、先ほ

ど申しましたように公開空地、つまり壁

面後退をあらわすラインでございます。

　駅前のゾーンも同様に、またＣ街区、

Ｄ街区におきましても道路際、つまり敷

き際でございますけども、すべて壁面を
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後退していただく。建物は建てられない。

歩道もしくは緑地に活用していただくと

いう形になっておりまして、現在、今協

議しておりますのが摂津市としては２メー

トル以上を担保したい。今後、それにつ

いては協議を深めてまいりたいというふ

うに考えております。

　地区計画を指定します場合、建物の用

途制限が当然必要になってまいります。

内容といたしましては、制限は建てられ

ないものを列記するという形になります

が、今回、準工から近隣商業に用途地域

変えました場合、近隣商業で建てられる

ものを今回建てられないという形で地区

指定してまいります。

　まず１点目は、大規模小売店舗立地法

の規制に係る売り場面積１，０００平米

を超える店舗は、まちづくりに導入はで

きません。

　２点目といたしましては、近隣商業の

場合は、本市のラブホテル条例の該当に

当たりませんので、今回、ラブホテルは

禁止といたしております。

　３点目といたしましては、ボーリング

場などの遊戯施設、ゲームセンターはで

きません。

　そして、ちょっと現在まだ素案の状態

ですので、まだ悩んでおりますけども、

このカラオケボックスについて、まちづ

くり懇談会からもご意見をいただいてお

りますので、今後、この点をもうちょっ

と協議を深めてまいりたいというふうに

考えております。

　５点目といたしましては、パチンコ屋

などのギャンブル施設は設置できません。

そして、風営法関連、大阪府の条例に該

当する施設は設置できないというふうに

今回の区域の地区計画においては指定を

していきたいというふうに考えておりま

す。

　それ以外、倉庫等のいろんな施設がご

ざいますけども、主にこの６点にかかわっ

てのご説明とさせていただきます。

　次に、建物の敷地面積の最低限度でご

ざいます。今回の地区計画におきまして

は、まち全体をペンシルビル、つまり長

細い建物に規制をかけたいというふうに

考えておりまして、まずＡ街区、Ｂ街区

につきましては、最低の敷地面積の規模

としては２，５００平米以上にいたして

おります。

　次に、Ｃ街区、Ｄ街区につきましては、

１，０００平米以上の敷地がなければ建

築できないというふうに一敷地の規定を

設けております。

　次に、他市の状況でございますけども、

吹田市の山田駅周辺の地区計画におきま

しては３００から１，０００平米の最低

規模を設定されており、茨木の島地区で

は住居系でございますので１３０平米以

上なければ建物が建てられないという規

制をかけております。

　次に、壁面の位置の制限でございます

けども、まず道路境界線から２メートル

以上の担保を我々はしていきたいという

ふうに考えております。

　ただ、この道路境界線の２メートルの

部分でございますけども、特に民間の地

区計画におきましては同意を得なければ

都市計画決定はできませんので、今後２

メートル以上をどのような形で担保して

いくかということを協議を深めてまいり

たいというふうに考えております。

　次に、他市の状況でございますけども、

同じく山田駅周辺の地区計画におきまし

ては、１メートルから２メートル。そし

て、島地区では１メートルということを

壁面の、つまり敷地境界から下がってい

ただく部分として設定をされております。

　次に、建物の形態、または意匠の制限。
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この部分につきましては、屋外公告物の

設置は原則不可にいたしております。

　次に、ただし社名、商標、ビルの名称

や公益性があり、市長が特に認めた場合、

都市景観に配慮したものを除くというこ

とになっておりますが、今回この地区に

つきましては総合計画にも載せておりま

すけれども、都市景観形成地区として指

定していきたいというふうにも考えてお

ります。

　そして、都市景観の審議会に図った上

で建物の形態なり色合い、そして外観の

景観づくりについても審議をいただくこ

とになろうかというふうに考えておりま

す。

　次に、吹田市の山田周辺におきまして

は、屋外公告物の設置は可能になってお

ります。ただし、建物と一体のデザイン

なり集合化、またはゆとりある空間の確

保をした場合において、設置可。

　茨木市の島地区では、同じく設置可で

ございますが、周辺の美観・景観を損な

わないものという条件になっております。

　次に、敷地の面積の緑化率の最低限度

でございます。

　まず、今回の地区計画の区域内におき

ましては、敷地面積全体で２５％を担保

するという形になります。この２５％と

申しますのは、都市緑地法に定める範囲

が、これは法律でございますけども１０

％から２５％の範囲内となっております。

　今回の南千里丘の地区計画におきまし

ては、法律上の最高値がまちづくりの緑

化面積の最低になります。つまり、これ

以上に、例えば３０％というのは法律を

超えた指定はできないというふうに大阪

府からも指導を受けておりまして、今回

２５％の最高値を地区の最低値にいたし

ております。

　都市緑地法の定める１０％を通常はク

リアをされれば、これが基準値として通

常は活用されるというふうに聞いており

ます。

　次に、吹田市の山田駅周辺及び茨木市

の島地区ではこの敷地面積に対する緑化

率の指定はございません。

　今後、都市計画手続きについてのスケ

ジュールについてご説明を申し上げます。

　左端の枠の中で用途地域関連、そして

地域地区関連、地区計画関連、そして建

築条例の関連。この４関連について一括

してご説明申し上げます。

　まず、用途地域につきましては、大阪

府知事の決定案件でございますので、３

月の府の公聴会がスタートになります。

ただし、本年２月に、今月でございます

けども今現在の素案の作成に基づきまし

て、３月に地元説明会を考えております。

　予定といたしましては、３月８日、１

１日の両日に地元説明会の開催を予定い

たしておりますが、その地元説明会を機

に、そして大阪府では用途地域に関する

府の公聴会、そして４月に最終的な都市

計画の原案として作成してまいります。

そして６月には案の縦覧をして意見書を

求め、そして７月に市の都市計画審議会

に諮問いたしてまいりたいというふうに

考えております。

　用途地域につきましては、特に大阪府

の知事案件でございますので、大阪府の

都市計画審議会に諮られるということで

ございます。

　そして、予定でいきますと８月の末ぐ

らいには大阪府の決定、及び地域地区、

地区計画についての市の決定の告示がご

ざいます。

　そして、この地区計画の新しいまちの

ルールといたしまして、その指導する手

続きについては建築条例に基づき指導し

てまいります。そのため、５月ぐらいか

－�10�－



ら原案の作成をもとに条例案を策定し、

そして９月には市都市計画決定告示を待っ

て、市の議会へ上程させていただきます。

そして、１０月以降の開発すべてについ

て、地区計画内の建築、開発については、

すべて条例で指導していくという形にな

ります。

　だから、地区計画そのものが今回のま

ちづくりのルールになるというふうに我々

は概念的に持っております。

　以上で都市計画手続きについてご説明

をさせていただきました。この今回の民

間提案、及び基本合意、そして覚書、そ

れに係る都市計画上の手続きについて、

一括してのご説明は以上でございます。

○木村委員長　説明が終わりました。

　この際、質問があればお受けします。

嶋野委員。

○嶋野委員　ただいまご説明をいただき

まして、端的に申し上げると計画自体は

大変すばらしいものかなということを思

うんですけれども、果たしてこれがほん

とうに実現できるのかなと考えると、私

は非常に懐疑的にならざるを得ないとい

うことを考えておりまして、例えばです

ね、まず資料２でお示しいただいており

ますこの覚書なんですけれども、例えば

第１条の乙の協力の内容ということで、

例えば４番の中の３番ですかね。

　「大学の施設等と連携し」というとこ

ろですね。「摂津市における地域社会の

活性化に資する大学と学生の活動プログ

ラムを用意する」というようなことが書

かれておるんですけれども、果たしてジェ

イ・エス・ビーがこのような思いを今回、

摂津市の中で覚書を交わしてきたという

ことなんですけれども、果たしてこのよ

うなことが可能なのかなと考えると、い

わゆる大学との協議もあるわけでありま

すので、非常に私はここは、ちょっと慎

重に考えないかんのかなという気がする

んですけども、ここをしっかりと覚書に

書かれておられると。

　要は、実現可能なんだということで書

かれたと思うんですけれども、それに至

る経緯を、その根拠と申しますか、まず

はお示しいただきたいなというように思

います。

　それと、今回の覚書というのは、今後

変更が可能であるということで、最もそ

の中で行政としての、摂津市の思いです

よね。それは最大限に反映していくんだ

というようなことを書かれておられます

けれども、しかしどんどんと計画が進ん

でいくにつれて、やはり無理ですよとい

うことで、だんだん変わっていくんじゃ

ないのかなということがやはり懸念され

るんですよね。

　そこら辺のところで、どこまで市とし

て譲歩できるというのをちょっと、申し

わけない言い方かもしれませんけども、

その基本的な思いを持ちながらですね、

しかしじゃあ実現していかないかんとい

うわけですから、どこまで妥協できるの

かということをやはり僕は持っとかなあ

かんと思うんですけれども、その辺につ

いても今の段階で結構ですので、お考え

のところをお聞かせいただきたいなとい

うように思います。

　それとですね、資料１を見させていた

だいておりますと、ここは住宅ゾーンが

できるということで、特に若年層のファ

ミリー世帯をこの地域にお招きしたいん

だという思いがしっかりと見て取れるん

ですけれども、どのようなまちが若年層

の方に魅力的なのかということをまずは

検証していかんと、建物をつくりますよ

というだけでは、なかなかいかんのじゃ

ないかなと。

　いわゆるソフト路線と申しますか、戦
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略性がしっかりその中に盛り込まれてい

ないとあかんの違うかなと思うんですけ

れども、その辺についてもしっかり調査

されておられるのか。今の段階で、どう

いった戦略を持っておられるのか。これ

は私、年末の委員会の中でも申し上げさ

せていただきましたし、過去の特別委員

会の中でも申し上げたかもしれませんけ

ども、重複するかもしれませんが、その

点につきましてもお聞かせいただきたい

なというふうに思います。

　それと今回、地区計画というようなお

話がございまして、これは意思決定を市

ができるということで、非常に市の思い

が反映される手法なのかなというような

感想を持ったわけなんですけれども、そ

の中で境川の位置づけというのが本日の

ご説明の中でもあったと思うんですけれ

ども、ジェイ・エス・ビーとしてもこれ

は、境川はボックス化していきたいんだ

という思いがあると。

　私、以前、定例会の中でも本会議でご

質問させていただきましたけれども、行

政、本市としてもボックス化していきた

いという思いはあろうかなという気がす

るんですが、果たして、そしたらこの一

級河川であるという現状を考えると、果

たして市が決定できるものなのかどうか。

この地区計画という手法を用いると、主

体的にできるのかどうかということがちょっ

とわからない点がありますので、その点

につきましてお聞かせいただきたいとい

うように思います。

　１回目は、以上です。

○木村委員長　寺田市長公室長。

○寺田市長公室長　まず、１点目と２点

目のご質問についてご答弁を申し上げま

す。

　計画等で大学の連携ということで非常

にその辺のところ危惧されるところがあ

ろうかというふうに思うわけでございま

すが、現在、ジェイ・エス・ビーと我々

との協議の中で今回この大学連携を目指

すということでジェイ・エス・ビーの方

で文化創造企画というＮＰＯ法人を立ち

上げられました。

　このＮＰＯ法人については、文部科学

省とも連携をしたＮＰＯ法人ということ

で、その役員のメンバーの方についても、

それらの方も含めた役員構成になってお

ります。それを窓口として現在さまざま

な大学とこの協力について協議をされて

いるんですが、具体的に今現在、大学と

しては大阪大学について現在連携につい

て協議をしているところでございます。

　これにつきましては、１１月２９日に

市民フォーラム、これは大阪大学の教育

実践センター長の高杉英一教授のグルー

プの方々による市民フォーラムを開催を

いたしまして、子どもの健康、あるいは

食育等の問題についての提案がございま

した。これらについて、引き続き摂津市

において実践をしていきたいということ

も考えておられまして、今後こういう連

携を積み重ねる中で、ただその建物が建っ

てまちびらきができてから取り組むんじゃ

なしに、今から考えていこうということ

で、今現在大阪大学との連携について協

議をしているところであります。

　今後、それぞれまた違う大学について

も連携ができるところは連携をしていき

たい。これらについては、先ほど申しま

した文化創造企画の方でさまざまな大学

に当たっていただいてるということでご

ざいます。

　それと、覚書等の中で市の思いを最大

限に書いてあるが、これを本来実現でき

るのかどうかということでございまして、

我々といたしましては連携をしていただ

くということでありましても、ジェイ・
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エス・ビーも民間企業でございますから

全く慈善事業でできるわけではございま

せんので、一定の経費あるいは利益とい

うのは、ある程度、ジェイ・エス・ビー

の方も考えなければならないこともあり

ますので、それらのところと摂津市の考

え、どう整合性を保つかということでご

ざいまして、今後具体的な提案について

は実現に向けて、その方向性は間違って

いないと我々は考えておりますので、そ

の具体化について協議をしていきたいと

いうふうに思っておりますが、中にはい

ろいろな事情があってできない部分もあ

るかもわかりませんが、その実現に向け

て頑張っていきたいというふうには思っ

ております。

　ただ、ジェイ・エス・ビー側の方も極

めて誠意的にその辺のところをまちづく

りについては協力するということをおっ

しゃっておりますので、そのことについ

て我々としても誠意を持って当たってい

きたいというふうに考えております。

　あと、３点、４点目は、担当の方から

答えます。

○木村委員長　吉田市長公室参事。

○吉田市長公室参事　若年層の導入、家

族構成、住宅整備に合わせて、どのよう

な形で導入、住民として入っていただく

のかというようなことでございますけど

も、基本的に我々も若年層について質問

も投げかけております。どのような形で

そういう形を持っていくか。　

　ただ、今現在、住宅系につきましては

非常にそういう若年層、つまり若い家族

が好む環境づくりというのが非常に求め

られるというふうに我々は聞いておりま

す。

　例えば、密集したまちは非常に望まな

い。つまり、公開空地なり、緑が多いま

ちも望まれる。

　そして、もう１点は、やはり駅に近い

という立地条件。そして、梅田とかそう

いう神戸の方にでも行きやすい環境があ

る場合においては、非常に住宅としての

選択としては要素が高いというふうに聞

いております。

　ただ、もう１点聞いておりますのが、

今回大学のサテライトキャンパスとして

やった場合、情報を発信するということ

も聞いております。今後、それについて

のカリキュラムなり、いろんな内容につ

いては、今後提案されてこようかと思い

ますけども、今現在まだ出ておりません

けども、その内容について若年層向け、

また高齢者向け、いろんなそういう情報

を発信したいというふうなことも提案も

いただいておりますけれども、今後、中

身についてどのような形で発信され、そ

してどういうようなプログラムを持って

提案されていくかということは意識して

聞いていきたいというふうに考えてます。

　ただ、非常に価格的な問題と、そして

住宅部分の敷地面積等々も、これも一つ

の選択肢もなってこようかと思いますの

で、ただ小さく安くじゃなしに、そうい

う部分について意識していただきたいな

というふうに思ってます。

　もう１点、地区計画との関係でござい

ますけども、地区計画について境川でご

ざいますけども、一応、地区計画イコー

ル境川にはなりませんので、その点、よ

ろしくお願いしたいと思いますが。

　それから、境川につきましては、ご質

問いただいてますように、境川というの

は一級河川でございますので、そう安易

な形ではできないと。

　ただ、民間というのは法律がどうだこ

うだというのは、割と意識としては薄い。

行政が意識している一級河川の取り扱い

と、やはり「できたらええよね」という
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部分もございますので、そのあたり我々

としても、やっぱり境川の扱いというの

は非常にシビアに考えておりまして、関

係所管と今も協議も重ねておりますけれ

ども、やはり境川をボックス化する場合

の経費も含めまして、今後十分協議して

まいりたいというふうに考えております

けども、地区計画上、境川をボックスに

するということは手続き上はできません。

あれは、河川法に基づいての整備になり

ますので、なかなかその点、地区計画で

定めるというのは非常に困難かなという

ふうに考えております。

○木村委員長　嶋野委員。

○嶋野委員　それでは、２回目の質問を

させていただきます。

　１点目の大学、あるいは学生の活動が、

この摂津市にどういった活性化をもたら

すのかというようなお話で、ＮＰＯの文

化創造企画というところが窓口になって

おられるというようなご説明があったん

ですけれどもね、それではこのＮＰＯの

文化創造企画が手がけてきた大学あるい

は学生のプログラムが、このまちづくり

に何か活性化をもたらすような例が今ま

でにもあったのか。その点について、わ

かる範囲で結構ですので聞かせていただ

きたいなというように思います。

　それと、２点目の公室長からご答弁い

ただきました、ジェイ・エス・ビーは民

間なんだよと。やはり、利潤を上げられ

ないと、なかなかこの形ではいかないん

だということになってくると、やはり参

事から答弁いただいた、私の質問として

は戦略性ということでないのかなという

気がするんですよね。

　しっかりとした戦略性を持った上で、

これは事が上がっていけば、やはり利潤

も上げられるだろうということになると、

こっちの、市の思いが民間にも飲んでい

ただけるということになってくると思い

ますので、やはりこの戦略性ということ

がポイントなのかなという気がするんで

すけれども、そこに関連して、そういっ

た方に質問してきたんだというようなご

説明もございましたし、若年層の方の好

む環境づくりをしていくんだというよう

なことがあったんですけれども、確かに

若年層の方が好む環境づくり、敷地面積

のことであるとか、かかることをおっしゃ

いましたけども、それで来られるという

ケースはあろうかと思います。

　ただ、じゃあその方が定着されるのか

ということを考えると、過去の例を見て

いくと例えば摂津市の中でも一時的に宅

地が整備をされて人口がふえるというこ

とがあったと思うんですよね。

　その方々が本当に定着してきたのかな

ということを考えると、やっぱりそうじゃ

ないと。やはり人口の減少傾向等を考え

ると、定着率が非常に低いんじゃないか

なという印象を持っておるんですよね。

　要は、来ていただくためのメッセージ

を出したとしても、今度、定着していた

だくためのメッセージというのが込めら

れてなくちゃいかんのじゃないかなと。

その点のご答弁がなかったので、やはり

しっかりと、そこらを持っていただきた

いと思うんですけれどもね。

　ちょっと持論になってしまって申しわ

けないんですけれども、今までのまちづ

くりに欠けてたものとかいろいろ考えて

いくと、例えば消費の緊急態勢が本当に

十分だったのかというような角度からの

検証も必要でしょうし、あるいは端的に

若年層の方というのは当然これから子育

てをしていかれるわけですから、子ども

さんが学校に行かれるということになっ

てくると、摂津市の教育というのはどう

なんだという角度からも検証していかな
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いかん、そう思うんですよね。

　そうなってくると、これはいわゆる縦

割り行政の壁を破って、そして全体とし

て考えていく体制をつくらないかんのじゃ

ないかなという気がするんですけれども、

４月から副市長になられる助役がおられ

ますので、この体制という点でこれから

どうやっていくのか。ほんとに、どういっ

た戦略を持ちながら、このプロジェクト

を進めていくのかということについて、

この際ご答弁いただけたらなというふう

に思います。

　それと、境川につきましては理解いた

しましたけれども、しかしボックス化し

ていきたいという思いはあるわけですか

ら、今までですと例えば寝屋川市の例で

ありますとか、高石市の例があるわけで

すから、そこら辺でどういったことをやっ

ていって実現してきたのかということを、

もう研究されておられると思いますけれ

ども、あらゆる手段を駆使していただい

て、これが達成できるようにこの際要望

しておきたいというように思います。

　２回目は、以上です。

○木村委員長　寺田市長公室長。

○寺田市長公室長　まず１点目のご質問

にご答弁を申し上げます。

　文化創造企画、ＮＰＯ法人でございま

すが、これはこれまでこのＮＰＯ法人が

あってというんではなしに、この大学連

携を行うためにジェイ・エス・ビー側の

方で立ち上げられたＮＰＯ法人でござい

まして、ジェイ・エス・ビーにつきまし

ては、この会社はご存じのように学生の

住宅、マンション等を全国的に展開をさ

れている企業でございます。

　ジェイ・エス・ビーの方からいろいろ

お聞きしますと、今後、こういうまちづ

くりとか、そういうことについて、また

大学との連携とか、そういうことについ

て全国展開をしていきたいと。

　まず、手始めというんですか、一番最

初が摂津市のこのまちづくりということ

で、ジェイ・エス・ビー側はこれが失敗

すると非常に社名に傷がつくということ

で、社運をかけてやりますということで

おっしゃっておりますので、単にきれい

ごとを並べて開発していくというような

意思ではなく、今後こういうことでジェ

イ・エス・ビーは全国展開をしていかれ

るということでございますので、我々と

しては期待も持ってるわけでございます。

　また、これはちょっと別の話になりま

すが、過日、新聞報道で夕張にこのジェ

イ・エス・ビーが施設等の買い取りに名

を上げられたということも新聞に載って

おりまして、そういうことも手がけてお

られますんで、そういう方向で今後進め

ていかれるということでございます。

○木村委員長　小野助役。

○小野助役　ちょっと冒頭に申し上げた

いんですけれども、このまちづくりにつ

いては、ちょうど１６年の夏にこういう

まちづくりができないかということで話

をした経過があります。

　その当時、大学も独立行政法人になっ

ていくということで生き残りをかけると。

大学でも、国立大学という名前だけでは

通らないと。

　例えば、大阪大学でも適塾の緒方洪庵、

医学部は有名だけども、ほかの学部はど

うかと。そういう学部間競争もあるとい

うふうに私自身は理解しています。

　そういった中でジェイ・エス・ビー、

今、公室長が申し上げましたように、ジェ

イ・エス・ビーのトップとお会いしたと

きに、こういうまちづくりに当初からか

かわるのはジェイ・エス・ビーとしても

初めてなんですね。

　だから、サテライトキャンパスとか、
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東北大学の学生寮とかはやってきたけど

も、摂津のこれだけの土地の中で、しか

も駅があり、摂津のまちづくりに初めか

らかかわらせてもらうと、その意気込み

なんですね。

　したがって、公室長が言いましたよう

に、これがどうしても成功事例をつくり

たい。ジェイ・エス・ビーは、今、全国

で４万戸の学生マンションを持っている

ということを聞いております。

　それだけではなく、まちづくりに摂津

市と連携したことによって全国にそうい

うことが、ジェイ・エス・ビーと行政と

の連携の可能性がありという、ジェイ・

エス・ビー側の社長の意向があります。

　したがって、どうしてもこれを成功さ

せたいということで文化創造企画を創設

をされたということが経緯でございます。

　過日、２月１日にも今、嶋野委員おっ

しゃっているように私も豊中学舎に行っ

てまいりました。この連携をどうするか

と。その中には一つ、食育という、いわ

ゆる子どもがキレる、子どもが朝御飯を

食べない、食べてこれない、それがどん

な影響を与えているかという、この前の

フォーラムでもございました。それを摂

津市の方で広げていきたいんだと。それ

は、まず学校の先生だけでなくて保護者

にも参加をしてほしいということも聞い

てまいりました。

　そういうことの体験を通す中でジェイ・

エス・ビーが運営する、私どものコミュ

ニティプラザに並行したような形でつくっ

ていきたい。そういうことによって市民

が認めてもらえる。そこでフェイス・トゥ・

フェイス、同じレベルでものが言える。

　例えば、そこで市民ニーズがあれば大

阪大学から、いろんな教授をどんどん呼

んでまいります。そういうことのために

は、どうしてもやっぱりその成功例がな

ければ市民の方々にも理解を願いたい。

そういったことで、この食育問題を具体

的に進めさせていただけないかというよ

うな提案がございました。

　私どもの疑問もありましたので、例え

ば大学というのは先生の一つの形を持っ

て、自分のデータだけを持ってほかへ行

かれるというようなことであれば、うち

は実験場になりますよねと。そんな話も

この前、公室長と一緒に２月１日、豊中

学舎に阪大の大学センターまで出向いて

まいって、一定の協議もいたしておりま

す。

　具体的に私どもは、そういう大学の望

むところ、行政が望む福祉・健康・文化

というものをどう具体的に実践してもら

えるかということの中身で、やはり一つ

ひとつの成功例を出さなければ、これは

訴えられないという大阪大学の思いと、

私どもの言えば、実験場じゃないでしょ

うねと。大学の先生の論文を書くための

もんじゃないでしょうねというような話

もしてまいりました。

　これは、今後、具体的に進めてまいり

ますので、もう少し時間をいただいて、

絵空事でない中身としてつくってまいり

たいなというふうに思っております。

　それから、もう一つの定住要素の問題

についてであります。これは、以前から

嶋野委員と私ども議論をいたしておりま

して、人口１０万人を求めた中でも８万

５，０００人から一歩も動かない。８万

７，０００人ぐらいまでいって、８万５，

０００人で、今、とまっておると。

　国の方は、３０万市をどうも一つの地

方自治体の形と見ておるように思います。

私どもは、まず１０万人ということを、

これを追い求めなければならない。であ

ればこそ、吹田操車場跡地問題、南千里

丘まちづくりということであります。
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　それで、私はこれは定住要素は、今、

吉田参事が言いましたように、いろんな

考え方があると思います。高槻でも、あ

れだけマンションが建っても、ほとんど

人口が動かないのは、金利が安い、新し

いマンションに移っていかれると。ほと

んど、市民がふえられないというような、

この辺の近隣のすべての問題でありまし

て、マンションがふえたら人口がふえる

という時代でもないなと。

　そうすると、定住の中身はいかにとな

れば、私はこれは南千里丘は一つのモデ

ルとして、一つの形を出したいというふ

うに思っております。これは環境の問題

にしても、いかに分別とか、ごみ減量化

であるとか、いわゆる京都議定書の地球

温暖化。例えば、無電柱化であるとか、

緑をもっと多くするとか、そういう一つ

の総合行政として取り組みをさせてほし

いというように思っております。これは、

やはりひとつ、南千里丘のまちづくり担

当と市長と私がやってるんじゃなくて、

きのう部長会でも言ったんですが、一度、

南千里丘まちづくり全体を出して、そこ

で部長の意見を求める。一人ひとりの部

長が摂津市１０万人を目指すんであれば、

何をしなければならないかということを

やっぱりもう一度、議論することが大事

だと思っておりまして、福祉は別だよと。

生活環境も別なんだよと。あれは、南千

里丘でやってるんだということでは、な

かなかそうはならない。

　私は、まず、これは総合行政として、

摂津市に喜んで住んでもらうまちにする

ために我々の提案と、各部が持ってるノ

ウハウで固めていった一つの摂津のモデ

ル、核になるまちにしたい。

　私どもは、できればジェイ・エス・ビー

の社長に申し上げたんですが、全国から

この街区をモデルとして見にこられる、

そういうことも考えてほしい。

　例えば、横浜が、この前、言っておっ

たんですが社長に、横浜は視察に来られ

たときにお金を取りますよと。横浜の中

田市長のところでは、こうなってます。

　私ども、久しく摂津に押しかけられる

ということはございません。私、一つ見

ておるのは、この街区が日本全国のモデ

ルになるような、これはひとつお金もう

けは別としても摂津の顔になり、そうい

うものを目指したい、またそういうこと

の協力を願いたいということを懇々と私、

去年言ってまいりました。

　ジェイ・エス・ビー側も全面的に協力

をしたいということももうております。

そういったことで、この総合行政が必要

でありますから、体制づくりとおっしゃ

いましたが、やはりこれを各部でどうやっ

たらもっといいものができるのかと。つ

くってしまってから失敗ではいけません

ので、そういうものを、英知を結集して、

今、嶋野委員がおっしゃったように摂津

は１０万市を目指すと、その中であの南

千里丘はいかにあるべきかというモデル

にしたい。そういった思いをもって、こ

れから進めていきたいなと。

　もう、そんなに時間はありませんが、

それぞれ各部の知恵を絞って、そういう

ことをやってまいりたいなと。そういう

ことを動機づけをしたいということも各

部に提唱したいというふうに思っており

ますので、そういう考え方を持っており

ます。

○木村委員長　嶋野委員。

○嶋野委員　非常にご丁寧な答弁をいた

だきまして、ありがとうございます。

　今回、ジェイ・エス・ビーが全国で初

めての、こういったまちづくりに参画し

ていくんだというようなこともご説明が

ございましたし、その中でＮＰＯの文化
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創造企画というのをつくって、やってい

くんだというようなお話もございました

し、また大阪大学自身も、やはりこれか

らの大学の生き残りという時代を考えた

ときに積極的なんだというようなことは

理解いたしましたので、これがしっかり

と摂津市民にとって、やはり意味のある

ものとしてできるように、今回「食育」

という言葉をテーマに今現在ではやって

いきたいというようなお話がございまし

たので、今後の推移に非常に期待したい

なというように思っております。

　それと、先ほど助役から、これをどう

とらえるのかというようなお話がござい

まして、私は機構全体としてどういう体

制でやっていくのかというようなことも

聞かせていただいたわけなんですけれど

も、恐らく機構としては大きなものをつ

くるんじゃない。ただ、すべての部署が

当事者意識を持ってくれよというような

ことになったのかなというように理解し

たんですけれども、私がなぜこの特別チー

ムというか、大きな体制をつくらないか

んと、つくってくださいということを申

し上げてるかというご説明をさせていた

だくと、要はこの提案骨子の中で、こう

書いてあるんですね。

　住民の福祉に貢献できる波及効果の高

い地域開発をめざすんだよという文言が

あるわけであります。

　要は、南千里丘がしっかり成功するん

だと。そのことが摂津市全体にとってプ

ラスになるんだということであると思う

んですよね。だからこそ、私はこれを成

功させなあかんし、その縦割り行政の壁

を払って、そこにやはり多くの人数を割

いてやっていく。それは、あらゆる角度

から見ていって、今までの摂津市に足り

なかったこと。それから、このまちづく

りに来ていただきたい若年層の方に、ど

ういったものが一体魅力的なのかという

ことを検証していく。あらゆる角度から

見ていって検証していって成功すること

が摂津市全体のプラスになるんであれば、

私は人員を割いていくというのが当然の

姿でないのかなという気がしておりまし

て、今、市長おられませんので答弁は結

構なんですけれども、そういったことも

ぜひ検討していただきたいということを

この場で申し上げて、またこれは代表質

問の場もありますので、この点について

はまた質問並びに提案をさせていただき

たいと思います。

　今回は、以上です。

○木村委員長　ほかに、はい、藤浦委員。

○藤浦委員　おはようございます。何点

か質問させていただきたいと思います。

　まず、今回の南千里丘のまちづくりに

ついて、一番新しい取り組みとして、やっ

ぱり評価というか、すばらしいというふ

うに思ってるのは、まちづくり懇談会を

やりながら、それをしっかりと意見をこ

の計画の中に入れていこうという考え方

で進められてるということが今までそう

いうことがやられていないということも

ありますし、これは非常に画期的である

というように考えています。

　今、説明の中ではまちづくり懇談会、

もう既に７回開催されていますが、その

関係性は説明がなかったんですけどね。

いろいろ提案もされている中で、今、方

針的なことについても、まちづくり懇談

会ではまとめられようとされてるんです

けどね。このまちづくり懇談会で出てい

る、いろんな要望や提案、意見、こういっ

たことと今回の提案、ジェイ・エス・ビー

側が提案されていることとの、どのよう

にこれが盛り込まれていくようになって

いくのかということについて、ちょっと

ご説明をお願いしたいと思います。
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　それから、今、説明をしていただいて

いる中で、ちょっとイメージがもう一つ、

よくわからないということが何点かあり

ましてね。

　先ほどの質問でもありましたけども、

大学・学生・市民交流のところですね。

大学サテライトキャンパスを誘致すると

いうこと、それからコミュニティプラザ

複合施設と大学サテライトキャンパス・

学生交流センターの一体的整備による連

携というようなことで書いてます。

　当初はコミュニティプラザというもの

を総合福祉会館を含めた公共施設の集合

体としての再編という形で、これは建設

していくということがありました。

　この経緯についても、いろいろ今まで

に検討があって、最初は市民プールの跡

地に、これはＰＦＩ方式でというような

検討もあったり、それにプールがついて

いたり、何回もいろんな検討をされなが

ら、まだ最終的な形は見えてないわけで

すが、今回こういう、また新たな提案と

いう形があるわけですけど、これ、今の

ところでもう少し詳しく、この辺どうい

う、今の提案の中ではなっているのかと

いうことが説明できるのであれば、ちょっ

とイメージができるような説明をしてい

ただきたいと思います。

　それから、そのとなりのところに高齢

者福祉住宅ということでゾーンがありま

した。この中でも大学サテライトキャン

パスとの連携というのがありますね。

　それから、業務施設としては診療モー

ル、共同作業所、市民放送局、学生福祉

工房、専門学校の具体化というようなこ

とが書かれていますが、言葉だけはわあっ

と書いてあるが、実際的に施設としては

どんなイメージになるのか、ちょっとよ

うわからへんのですけどね。もう少しイ

メージができるような説明が今の段階で

できれば、お願いしたいと思います。

　それから、ちょっと細かいところも聞

いていきますが、この境川の周辺、境川

の整備が今回の中には盛り込まれている

ということでございますが、まちづくり

懇談会の中でもありますが、境川、ずっ

と千里丘の方まで延びてるわけですけど、

こういった部分もやっぱりまちづくりを

するのであれば駅になる側の反対側の方

は全然整備がされてない地域もあるんで

すけど、こういったところも一体的にで

きないのかという声もありますけども、

この辺の考え方。

　それから、今の地域との考え方なんか

について、今のところどのように考えて

おられるのか、教えていただきたいと思

います。

　それから、公開空地を、これは都市計

画の問題ですけども、都市計画の地域を

変更して近隣商業の建ぺい率を８０％に

するということでございますけども、公

開空地として歩道を利用できるように２

メートル壁面を後退させるということで、

これはまず削られるんですよね。

　それから、緑地が２５％になるんです

よね。逆に言うと１００％のうち２５％

の緑地を引いたら７５％しか残らへんの

で、８０％の規制といっても実際には８

０％はできないんですね、物理的にね。

緑地として引くんであれば、この辺はど

うなって。例えば今、緑地の考え方とい

うのは敷地面積でいく場合もあるし、勘

案して、例えば緑被面積、木を１本植え

たら、例えば５平米見ますよとかいう考

え方がありますよね。それから、よその

地域やったら屋上緑化をすれば、その分

も面積にカウントしますよというような

こともあります。

　ちょっと細かい話になりますけど、こ

ういう緑地面積の考え方と今の建ぺい率、
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指定されようとしていますが考え方、そ

れから道路、通路として２メートル後退

するということであれば、さらにそれが

なくなりますね。　

　例えば、総合設計という制度があるん

ですよね。これは、公開空地をとるかわ

りに容積率をプラスしますよとか。それ

から、高さ制限をちょっと緩和しますよ

というようなことで条件をつけるように

なってますね。これも都市計画でそれが

指定できるようになってますが、そうい

うのについての検討なんかも今までにさ

れたのかとか、ちょっとあわせて今の都

市計画絡みで一度、ご説明していただき

たい。

　もう一つ何かあったんですけど、ちょっ

と忘れてしまって、また思い出したら質

問します。以上です。

○木村委員長　吉田市長公室参事。

○吉田市長公室参事　まず１点目のまち

づくり懇談会のご意見なりがジェイ・エ

ス・ビーの提案としての反映という部分、

関連についてでございますけども、我々、

まちづくり懇談会をやって、それをまと

めて、そして内容、ご意見なり、要望な

り、いろんなものをいただいております。

　それを常にジェイ・エス・ビーなり、

阪急側に常に送って認識していただいて

いるという環境づくりもやっております。

　もう１点、やはりまちづくり懇談会と

いうか、周辺住民の方々も含めまして、

いろんなこのまちについての思い入れが

あるということもございますし、特にま

ちづくり懇談会の方では、やはり歩道を

広く取ってほしいとか、緑を多くして環

境づくりに努めてほしいとか、いろんな

ご意見がございます。

　それを踏まえて、今回の地区計画をや

はり、その緑化の拡充、最大限取ってい

くということと、やはり先ほどもご説明

させていただきましたけど２メートル以

上を何とか公開空地として協議に持ち込

んでいきたいというふうにも考えており

ます。

　その点をジェイ・エス・ビーに伝えな

がら、ジェイ・エス・ビーの立場上、ジェ

イ・エス・ビーは民間でございますけど

も、やはりまちづくりに協力するという

前提で我々は認識を持っておりますので、

そのあたりを強く要望して、また協議し

てまいりたいというふうにも思ってます

し、またそれが覚書に反映していく内容

にしていきたいというふうに考えており

ます。

　もう１点、大学とコミュニティプラザ

との一体整備についてでございますけど

も、コミュニティプラザそのものは、こ

れは公共公益施設でございますので、そ

のあたりは摂津市としての自主性の中で

どういう施設であって、どういうような

施設を導入するのか。例えば、「交流」

というキーワードでコミュニティ系の施

設を導入し、また「生涯学習」もキーワー

ドにしながら生涯学習系もありますし、

そして例えばワンストップサービスが何

とか図れないだろうかというような業務

連携も含めてソフト・ハードの両面で、

今、検討をしております。

　市として、どれだけの最大限の規模が

必要であるのか。そして、内容的な施設

がどういう配置にあるべきなのかという

検討も今、事務方の方で担当所管が集まっ

て検討会を開きながら検討しているとい

うことでございます。

　それの中で、大学ではどうなんだとい

うことでございますけども、やはり大学

は大学としてコミュニティプラザとどう

連携する。つまりソフト部分をどんな形

で生涯学習に協力できるのか。

　一つ聞いておりますのが、例えば老人
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大学です。これは言葉が正しいかどうか

はお許しいただきたいんですが、そうい

うような市民大学的な発想も持っておら

れますし、そして例えばボランティア学

とか環境学とか、いろんなそういう専門

職の強い、１年、２年のそのコースを設

定しながら、この大学サテライトキャン

パスでいろんな事業も展開したいという

ふうにもお聞きもしております。

　ただ、このカリキュラムにつきまして

は、今後市民が望むものがどんな形のそ

ういう情報なり、そういう教育を受けて

いきたいかということも、これは今後い

ろいろアンケートなりで聞きながら、非

常に中身を深めていく必要もあろうかな

と。そこの中でコミュニティプラザと大

学がどのようなソフト部分、施設の有効

な活用を含めて今後検討が十分必要であ

ろうというふうに考えています。

　ただ、今現在は摂津市としてどのよう

な市民のサービス提供のために必要な施

設がコミュニティプラザとしているのか

ということを今現在検証しております。

　あと、高齢者福祉住宅と大学との関係

ということでございますけども、向こう

から提案いただいておりますのが、例え

ば市民放送局みたいなものができないか

ということもございまして、そのあたり

はこれからの話かなというふうに考えて

います。

　次に、境川につきましては、後ほどご

答弁申し上げます。

　４点目の公開空地でございます。ご意

見いただいている総合設計制度も検証し

ております。

　ただ、総合設計制度は一宅地、一専用

の床が６５平米以上とか、いろんなそう

いう制限の中で公開率がどれぐらいある

のかということも踏まえての総合設計制

度でございますので、まだ具体的にその

土地の所有者なり、住宅を開発する側の

意見もまだ全然出ておりません状態です

ので、そのあたり導入されるかどうかは

未知数でございますけども、一応、制度

的には活用できるのかなというふうには

考えてます。

　ただ、例えば総合設計制度やったら１．

５倍の容積を緩和できるとか、いろんな

制度はございます。ただ、それをそこま

で使って例えば建物のコストを上げてい

くのか。それとも有効に床を使うために

制度を投入するのかというのは、ちょっ

とこのあたりの具体的な内容を聞いてお

りませんので、ただ緑地と緑被の関係で

ございますけども、一応我々の緑化の制

度的には、制度的には緑被に我々は認識

しておりまして、大阪府と協議する中で

は緑被の方で、投影の例えばの高木で１

点何倍とか、低木、中木でどんな配置で

上から見たその面積をカウントするとい

うことでございますので、緑地になりま

すと専有の緑地の面積になりますので、

そのあたりともう１点、我々聞いており

ますのは屋上緑化の活用も考えておられ

るというふうに聞いておりまして、その

あたりのバランスで８０％の建ぺい率の

活用も考えられるのかなというふうには

考えております。

○木村委員長　小山市長公室参事。

○小山市長公室参事　それでは、境川の

整備につきましてご答弁申し上げます。

　境川の整備につきましては、民間から

もボックス化の提案が出ており、また、

まちづくり懇談会でも、ふたがけなどの、

あるいは有効利用という意見がかなり出

ております。

　そして、我々としてもボックス化、あ

るいは有効利用、緑化などを今回この機

会にできれば整備をしていきたいという

考えは持っております。

－�21�－



　上流部のＪＲから下流側のボックス化

についても本来は、できればよりよいま

ちづくりになるのかなとは思いますが、

今現在、民間から提案いただいているの

は、阪急の線路から下流側の提案はいた

だいております。

　そして、いろいろこの河川をボックス

化にしましても、かなりの事業費がかか

るものと考えておりまして、その費用の

捻出あるいは民間からの協力が得られる

のかどうかも今後検討していきたいと思っ

ております。

　北側につきましても、そういう観点か

ら事業費がかなりかかると思いますので、

なかなか同時にするのは難しいものと考

えております。

　仮に民間に協力を求めるにしても、そ

こまで求められるものかということも考

えられますので、今の現段階ではまちづ

くりの範囲内で境川の有効利用を検討し

てまいりたいと思っております。

○木村委員長　藤浦委員。

○藤浦委員　すいません、一つ聞くのを

忘れていたのを思い出しました。

　実は、この地区計画の内容の中で建物

の形態及び意匠の制限というので、屋外

広告物の設置は原則不可ということになっ

ていますけど、これは区域内に入ってい

るのかちょっとわかりにくいんですが、

新駅のこの部分は、駅というのは大体看

板を線路側にだっと並べてやってますけ

ども、駅までこういう一応規制を同じよ

うにかけるのかどうか。まちはそうやけ

ど駅は違うねんというふうになるのか。

駅に行ったら、もうばあっと看板をかけ

るのか、そういうことにはならへんと思

うんですけどね。その辺の考え方をちょっ

と１点、お示しください。

　それから、いろいろご答弁いただきま

してありがとうございます。総合設計等

については、これからまた検討されると

いうことでございますので、それはそう

いうことにしておいて、特にまちづくり

懇談会をやっていただいておりまして、

これは大変ご苦労だと思いますけども、

このことを大事にしていただいて、これ

はやっぱりまちづくりを最後までまちづ

くり懇談会でまとめられた意見をもとに

まちづくりができたというふうにしてい

ただきたいなということは、これは要望

しておきたいと。丁寧にしていただきた

いということを、これは要望しておきた

いと思います。

　それから、コミュニティプラザの考え

方で、もう少しほんとは踏み込んで例え

ば財政負担の面でＰＦＩ方式、例えばジェ

イ・エス・ビーの方でＰＦＩ方式として

の提案なんかもあるのかないのか、こう

いったこともほんとは、ちょっと教えて

ほしいんですけども。

　これは自主的に市の方で負担をするの

か、ＰＦＩ方式、もしくはリースバック

みたいな形をするのかということもちょっ

と踏まえて聞きたかったんですけど、そ

の辺の、もし考え方があるのであれば、

もう一度ご答弁をお願いしたいと思いま

す。

○木村委員長　吉田市長公室参事。

○吉田市長公室参事　それでは、まずコ

ミュニティプラザの整備手法と申します

か、資金の問題も含めましてご答弁させ

ていただきます。

　現在、施設規模をある程度絞り込みし

て、それがどれくらい通常、従来型とい

いますか、市が設計して発注して工事を

すると。そして、でき上がって、それを

使うという従来の形でいきますと、どれ

ぐらいかかるのかということをやるため

には、やっぱり施設の規模を確定しない

と、それができませんので、今現在必要
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最低限度の施設の絞り込みをやっており

ますけども、ただ従来型でいきますと、

例えば２０億円、３０億円のお金が一時

に直近支出で必要になってまいります。

　それが将来、例えば２０年間を期間管

理も含めまして、どれぐらい総費用とし

て２０年間かかるんだと。その中で例え

ばリースをして建物のメンテナンスは一

切しない。

　ただし、施設をリースすることによっ

て、どうなるのか。そして、それを最後

に買い取る場合、リースバック方式もあ

ります。それをバリュー・フォー・マネー

的に、私の方で申し上げますバリュー・

フォー・マネーですね。損か得かですよ、

究極に言えば、そういうような試算を来

年度具体的にやっていきたいなというふ

うに思ってます。

　ただ、民間からの提案といたしまして

は、一体的に整備をしましょうというこ

とになりますと建設コスト、管理コスト

等々が相当縮減が図れるであろうという

話もございます。そのあたりを踏まえて

全体のバリュー・フォー・マネーの比較

をやっていきたいというふうに考えてお

ります。もう１点の看板の件でございま

すけども、これにつきましては先ほども

ご説明申し上げましたけどもＡ・Ｂ・Ｃ・

Ｄの街区で地区計画を定めておりますの

で、阪急はこの対象には入っておりませ

んので、その点、またよろしくお願いし

ます。

○木村委員長　藤浦委員。

○藤浦委員　それは設計委託、これから

されることもあるし、費用も摂津市の方

で負担をしますので、やっぱり余り行き

過ぎた看板だらけの駅にならないように、

これは規制をかけていただいて、やっぱ

り市長もおっしゃってますように、一度

降りてみたいなという駅は、やっぱりそ

うした演出ができるように、これはちょっ

と要望しておきたいと思います。

　それから、ちょっと先ほど申しおくれ

ましたけれども、境川の整備につきまし

ても当然多額の費用がかかりますし、ちょっ

と将来的に長期的な展望になるかもしれ

ませんけども、少なくともまだ堤防で全

然、草ぼうぼうになっているような部分

も残ってますし、そういったことも踏ま

えて将来的には、やっぱり一つの人の流

れの動脈になるような整備を考えていた

だきますように、これは要望させていた

だきたいと思います。

○木村委員長　ほかに、はい、山本善信

委員。

○山本善信委員　数点、ご質問申し上げ

たいと思いますが、まず覚書の中に民間

活力ということについて、できるだけ導

入に努めるということなんですが、これ

がもちろん、ここへ来るまでの間にいろ

いろの検討を進められて、具体的な話と

してどうなるのかということについて、

どのように今日まで準備してこられ、ま

たこれからの見通しとして具体的にどん

な話があるのかということについてお聞

きしたいと思います。

　それから、今もいろいろと出ておりま

す境川の活用の問題ですね。これは今、

ご答弁いただいた範囲内であろうかと思

いますけれども、それを具体的な話とし

ては境川ですか、やはりこの周辺整備と

のかかわりというのは非常に重要なポイ

ントになってこようかということを思い

ます。

　市長がよくあいさつでおっしゃってま

すように、一遍ここへ降りていろいろと

勉強してみたいなというような形になる

ようなまちの核にしたいと。そういう意

味では新しい都市核にしたいということ

をしきりにあいさつの中でおっしゃった
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りすることが多いんですが、このことが

結局、逆に摂津全体のまちづくりにかか

わるような話につながっていかなければ

ならないというふうに逆に思いますし、

そのためにもこの計画そのものは進めな

ければならないというように私は考えて

おります。

　ですから、しかも総合計画の基本構想、

基本計画、今日まで進めてきて、かなり

の年限がたっておるわけですが、新たな

基本計画、基本構想、まちづくりの、そ

ういう摂津をどうするのかということの

方向性にかかわる話につなげていかない

と、この事業の意味はないというふうに

まで、私は考えております。

　したがって、具体的には境川の上流部、

先ほど藤浦委員の質問にありましたよう

に、上流部を含めて、これはこの事業に

関連して一時にやってしまうということ

だけではなしに、できればそれにつなげ

てやってもらったらいいわけですけれど

も、そういうふうなやっぱり将来の市全

体のまちづくりの観点から、これをどう

するかということについて、この際に含

めて考えておいてもらうべきではないか

というふうに思いますが、その辺の考え

方について、ちょっと聞かせていただき

たい。

　それから、まちづくり懇談会との関係

ですね。私も何回か参加させていただい

たんですが、その情報そのものについて

はジェイ・エス・ビーなり、あるいはま

た阪急なりに一定の情報が行ってると思

うんですけど、今度具体的にこのまちづ

くり懇談会の中にジェイ・エス・ビーの

関係の皆さん方と一緒に、また新たな具

体的な考え方を進めていく上で入って来

られるようなお話があったんですけれど

も、そのまちづくり懇談会との整合性に

ついて、ちょっと今のまちづくり懇談会

のいろいろな、そこに参加している人か

ら出されている意見なり何なりというの

と、それから久先生が十分にまとめてい

ただいているとは思うんですけども、そ

ことの間にかなり意識の違いみたいなも

のが、具体的な話としてはこうしてほし

い、ああしてほしい、こうもなります、

ああもなりますということで話はあるわ

けですけれども、全体的に意識の違いと

いうか、そういったものが若干何かこう

直感的に感じざるを得ないような部分が

ありますのでね、これを上手にジェイ・

エス・ビーも加わって、いろいろやって

いく段階で、ちょっと工夫が要るやない

かというふうに思いまして、その辺のと

ころをどんなふうに感じておられるのか。

　いやいや、もうそんな心配はないんや

と、すっと入ってちゃんとやっぱり新し

い方向づけを向けて、ちゃんとやってい

けるんだというふうなお話をお持ちだと

は思うんですけど、その辺のところにつ

いての考えを聞かせていただきたいとい

うふうに思います。

　それからもう１点は、総合行政という

先ほど助役からご答弁がありましたけれ

ども、先ほどちょっと総合計画とのかか

わりの話で、まちづくりの新たな方向づ

けをする一つのひな形というか、リード

オフマンみたいな形でこのまちづくりを

進めていくという分についての方向性と

して、これは今ある計画そのものについ

て５つの基本構想がありますが、その計

画に基づいてこれから進めていくのに、

このまちづくりがどういうふうにかかわ

るのかということをやはり、もうこの中

で検討しながら進めていただかなければ

ならないというふうに思います。

　部長会でもハード・ソフトにかかわら

ず、横の連絡をちゃんとして市全体とし

て、その方向をちゃんと求めて目指して、
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将来を見通してやっていかないかんとい

うことを先ほどご答弁があったように、

その方向づけそのものは正しいと思いま

すが、それはやっぱり具体化していく必

要があろうかと思います。

　だから、このまちづくりを基本にしな

がら、これをきっかけとして市全体を見

直していって、一体どうするのかという

ことについての方向づけもなければなら

ないと思うんですよね。その点について、

これは基本的な問題になりますので助役

の方からでもご答弁いただいたらという

ふうに思います。以上です。

○木村委員長　寺田市長公室長。

○寺田市長公室長　１点目と３点目のま

ちづくり懇談会の部分と民間活力導入に

ついて、これまでの経過と考え方という

ことでご答弁申し上げます。

　まず最初に民間が入って、このような

事業をするというのは、我々初めて、摂

津市としては初めてであります。すべて

初めてのことでございまして、特に説明

の中でも地区計画も初めて、またコミュ

ニティプラザも民間と一体になって建て

ていただいてＰＦＩなり、あるいはリー

スバックとか、いろんな方法等も、これ

も初めてであります。

　この話があったときには、実は庁内的

にも疑心暗鬼で、そんな民間を信用でき

るのかというようなことがありました。

　我々としては一定、そのことについて

決してすべて民間を１００％信じ、頼っ

てやろうということやなしに、やはり市

として、市民にとってはどうかというこ

とを常に検証しながらやっていかなけれ

ばならない。そういうためにも、予算と

して弁護士の相談費用とか、そういう経

費等については組んでいただきまして、

何かあれば弁護士のところへ行って法律

的にどうかということを裏づけ等も踏ま

えて進めてきたということであります。

　また、まちづくり懇談会等も初めての

試みでございまして、それぞれ私も参加

をしてるんですが、なかなか山本善信委

員がおっしゃっているように意見の違い

というのがあるというのは事実でござい

ます。

　これは、冒頭始まる第１回目でしたか、

久先生がお話されたというのが、僕は一

番大事なことだと思うんですが、もとも

といろいろ言っても他人の土地だと、そ

こへどんなものを建てようと、その人の

自由だと。それに対して、どれだけ要望

を我々が伝えるかということで、１００

％は、それは無理ですよと。他人の土地

に対して、あれせいこれせいというのは、

すべては無理だと。

　それを市のまちづくりとして、いろい

ろと市民の皆さんからの要望をこうして

くださいと、できればこうしていただい

たらまちがよくなりますという意見で、

決して民間がすべて拒否するものではな

く、その方がまちとしていいなというこ

とであれば受け入れていただくと。

　これまで、こういう建設でありますと

周辺住民の方が反対ということで運動を

起こされて、その事業者が来られて、法

律的に何の問題があるんですかと。自由

に建てますよということで終わってしま

うと。そういうことやなしに、本来この

まちについて、みんなが語っていただい

て、それぞれ意見、反対は反対でなぜ反

対かというようなご意見を言っていただ

いて、その中で反対されてる理由を少し

でも緩和するとか、そういう方法みたい

なものをこのまちづくり懇談会で考えて

おりますので、そういう方向を探ってい

きたいということですので、今後ジェイ・

エス・ビーなり阪急等が、このまちづく

り懇談会に呼ばれて行かれた場合、その
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辺のところの整合性については、また久

先生なり、行政の方から十分その趣旨を

説明をして始めていきたいというふうに

思っております。

○木村委員長　小山市長公室参事。

○小山市長公室参事　境川の上流部の整

備についての考え方でありますが、現在、

境川の整備については大阪府の河川室と、

これまで五、六回協議を重ねてまいりま

した。

　大阪府としましては、この部分的な箇

所ではなく、境川全体的に検討をお願い

しています。

　そして、断面的に縮小も大阪府の方で

は検討されております。ただ、大阪府で

現在検討されているのは、あくまでもオー

プン断面、要するに今の断面をそのまま

縮小するような形で検討結果を市の方に

は一応、提示はいただいております。

　しかし、市としましては境川につきま

しては、そのまま河川になって残ってし

まいますので、市としては二層河川とい

う形でボックス化、下に暗渠化して上を

整備したいということで大阪府の方には

申し入れております。

　しかし、河川室の方としましては、そ

れをボックス化にして目的外使用、要す

るに河川じゃなく道路にして整備すると

いうことはまかりならない。そういうこ

とを考えるんであれば、協議には乗らな

いということも一定判断いただいており

ます。

　そういった中で大阪府の方に要望して

まいりますのは、当面、まちづくりの区

域の中でボックス化をして上部を河川に

変わるせせらぎ程度の水を流すような空

間ができないかということの協議をお願

いしております。

　一体的な整備という、要するに上流部

から一体的な整備ということになります

が、もしボックス化が可能としても、か

なりの維持管理費用が市の方にかかって

くるものと思われますので、今後の整備

内容につきましても大阪府と今後協議し

てまいりたいと思っております。

○木村委員長　寺田市長公室長。

○寺田市長公室長　また総括的に助役の

方から答弁させていただくと思うんです

が、行政の総合的な調整ということなん

ですが、今、行政、多種多様化いたして

おりまして、なかなか１課で解決できる

という問題じゃなしに、全庁的、横断的

にまたがる事項というのは、たくさんご

ざいます。まさしく南千里丘のまちづく

り、この問題については我々だけで解決

できる問題やなしに全庁的な問題である

というふうに考えておりまして、今現在、

今後このまちづくりにつきましては特に

大学との連携とか、いろんな高齢者福祉

住宅を考えておられた、その場合に市と

してどうあるべきかとか、いろんな問題

がございますので、実は今、所管課の方

で考えておりますのは、全庁的な、横断

的な組織をつくろうということで、それ

は課長クラスになるのか、課長代理クラ

スになるのかは別として、環境・保健・

福祉あるいは住民自治とか、教育も当然

なんですが、そういう関連課で横断的な

組織を、名称は決めておりませんが立ち

上げて本格的には４月から運用をしてい

きたいんですが、私の方が担当の方に指

示しているのは４月じゃなしに、もう３

月中に準備会として設けてはどうか。決

して、我々南千里丘のまちづくり担当だ

けでは極めて課題が大きいということで

ございますので、そういう組織も含めて

調整なりをしていきたいというふうに考

えております。

　総括的には、助役の方からお答えしま

す。
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○木村委員長　小野助役。

○小野助役　ここに基本的に初めの段階

から総合計画のシビックゾーンというこ

とで計画し、福祉・教育・文化、これを

基本的に事業内容として理解をするとい

うことになっております。これがすべて

であります。それで、私が一番、当初気

にしておったのは、やはりこういうこと

を初めてやるもんですから、よく話しとっ

たんですけども、建ってしまって、例え

ばそういうプロというか、全体から見た

ときに、これは摂津が区画整理を入れて

駅を、駅は市でなければできませんから、

やったけども結局民間の食い物にされた

まちではないかと、これが一番、私、基

本的にイメージを持ってます。

　そうではなくて、でき上がった時点で、

これほどノウハウのある市は、すごいイ

メージを持ってやったなと、これ１点に

私は尽きると思っております。そのこと

を再三言っておりまして、いわゆる例え

ばいつも言うんですが高槻に大きなビル

がありますが、私はＪＲの高槻に立った

時に首が痛いですよと、あれは。あれが

本当にいいまちなのか、高槻の状況がで

すね。

　そうではなくて、駅から降りたら、市

長がいつも言ってますのは、駅を降りて、

降りてみたい駅というのは、そういう意

味じゃないんですね、それは。

　だから、そういうものがあって一つの

民間があるということをイメージしてま

すのでね、私はこのことはきちんと、やっ

ぱり最後まで踏まえとかないと、でき上

がった時点で何か民間にうまく利用され

たんではないかというまちでは困ります

よと。

　それは、具体的には摂津のまちに資す

ることなんですよということを言ってき

ました。これを大事にしたいなというふ

うに思ってますし、これがまず総合行政

の一つの基本的なことを言いますとそう

なります。

　そして、この前ちょっと見てみました

ら、例えばさっき言いましたシニア大学

というのがそうでございまして、これは

イギリスが本部で、今、世界で６０か所、

あるみたいです。それを摂津に持ち込め

ないかというような議論も聞いておりま

す。

　それで、ジェイ・エス・ビーの方で相

当なお金をかけられまして、委託費でど

んどん今、摂津のコンセプトに合うまち

づくりをということで、具体的に京都造

形美術大学に委託費をかけたり、シニア

大学の部分はどうなのかということ、こ

れは私どものお金じゃありません。向こ

うが運営する、ジェイ・エス・ビーの持っ

てる学生の、そこのサテライトキャンパ

スをどういうふうにしたらいいかという

ことを私、この前ちょっとびっくりした

んですが、例えば過日、吹田の方で篠山

に７０町歩持っておられる方がおります。

これは若干テレビにも出ておりますが、

これは吹田の市民の方なんですが、そこ

は完全に有機農法なんですね。私、先週

見てきました。彼が言うのには、堆肥し

たごみをそこの街区の中で摂津を広げる

ために、摂津からそこに何ぼでも受け入

れますと。

　有機農法をやってますから、それをこ

ちらへ持ってくると、朝一でも。それの

一つモデルにされませんかというような

議論があって行ってまいりました、上野

アドバイザーと。

　ただ、問題は、やっぱりあれほどのま

ちですからにおいをどう取れるか。そこ

に下水管を流して、そこの残菜をためる

ということは技術的に可能なんですが、

それを一時のにおいで、その７０町歩持っ
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ておられる農家の方は、まずにおいがど

う消せるかですねと。ノウハウはありま

す。

　それがごとく、今、ジェイ・エス・ビー

の方でいろんな私どもばかりではなくて

ジェイ・エス・ビーとして、摂津のまち

づくりに資するために、いろんな委託料

を払われて、それも相当のお金でござい

ますが、私も見てましたら１００万円や

２００万円の単位じゃない、それが、い

ろんな考えられて摂津にどう具体にでき

るかと。これ、もう少し時間をいただき

たいと思うんです。

　摂津に合うものが、どう合うかという

ことは、また説明申し上げますので、今、

それほどまでに、この前聞いておった例

えば３６５日、花でいっぱいにすること

ができないかと。もう、これは具体的に

やっておられました。それを学生がどう

使えないか。

　あの街区で３６５日、花が咲いてる状

況を学生とともに、どうできるか。これ

はもう委託で、今やっておられました。

　まさしく、私どものまちづくりに資す

る中身でやってもらっておりますんで、

すべてができるとは思いませんが、その

うちの何個かがあそこにできる学生マン

ションとともに運営ができればというよ

うなことも今やっておりますので、私も

期待しておりますし、今、議論をしてお

りますので、そういう具体的な総合行政

としての一つの具体的な中身をもう少し

時間をお貸し願えれば、もう少し具体的

な中身を申し上げられるときが来ると思

いますので、いましばらくお時間をお貸

し願いたいなと。具体的には、今、そう

いう考え方でもって望んでまいりたいと

いうふうに考えております。

○木村委員長　山本善信委員。

○山本善信委員　非常に抽象的な質問に

なってしまいますので、もうこれ以上は

申し上げないんですが、要は摂津が始まっ

て、こういう形のまちづくりで具体的に

ことが進んでいこうとするのは、恐らく

余り今まで例がなかったというふうに思

うだけに、十数年前に基本構想で、この

まちをこういうふうにするんだというこ

とで一定の方向づけができ、そのもとで

今日までいろいろと進めてこられた中で、

いよいよこれからまた改めて、これから

将来１０年２０年先のことを考えながら、

その一つの具体的な方向づけをする事業

として、この事業があるというふうに位

置づけてもいいような大きな事業だとい

うふうに思いますので、それだけに具体

的な話をいろいろとこれは進めていって

いただける話はそれとして、これから先

の話につなげていくというか、演繹的に

構えていくようなまちづくりの方向づけ

というのをぜひこの機会に並行して考え

ていただけたらということを言いたいた

めに今ご質問申し上げたわけでございま

す。

　ですから、ひとつ今、いろいろとご答

弁がありましたが、どうかそういう方向

でぜひ頑張っていただきたいというふう

に思います。

　それから、財政的な問題はほとんど今

のところ具体的なあれの中にありません

けれども、こういったことなんかもおの

ずと、そういったことの中から一つの制

約事項になるかもしれませんけれども、

できるだけ財政的なことにもこれに割い

てやらなければならないという方向づけ

もあろうかと思いますので、そういった

ことも含めてよろしくお願いしたいと思

います。以上でございます。

○木村委員長　暫時休憩します。

（午前１１時５８分　休憩）

（午後　１時　　　　再開）
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○木村委員長　休憩前に引き続いて再開

いたします。

　質疑のある方、はい、野口委員。

○野口委員　説明がありましたように、

もう次の段階に来てるという感じが一応

しておりますが、最初に説明があった幾

つかの問題についてお尋ねをし、その後、

財政問題を含めて、この開発のそもそも

論について改めて論議をしたいと思いま

す。

　一つは、この間、まちづくり懇談会を

されてきて、その都度、阪急側やジェイ・

エス・ビー側にその内容を伝えながら今

日の民間土地所有者としての提案がなさ

れたという流れであります。これからの

都市計画決定に基づいてタイムスケジュー

ルに沿ってやろうとしてるわけでありま

すけども、きょう提案説明があったジェ

イ・エス・ビーの提案内容について、い

わゆる１２月にこれが行政側に提案が届

いたと。

　それを受けて懇談会のご意見だとか市

の考えだとか、当初のこの計画に対する

いろんな思いも含めて調整されて、きょ

うの提案になったのかということと。

　これから、３月の府の公聴会を含めて、

どんどん手続が流れていきますけども、

きょう説明があった内容が素案として提

示をされて流れていくのか。若干、手続

に従って出発する素案の中身が変わるも

のなのか、ちょっと確認の意味でお尋ね

したいと。

　それと、２つ目は建築条例の関係です。

きょうご説明があったいろんな手続と並

行して、実際推進していくために建築条

例をつくるんだというお話がありました。

イメージとして、どういうものか、ちょっ

と僕もわかりませんけども、きょういろ

いろ地区計画の中身に沿って細かいこと

もいろいろ出ておりますけども、ちょっ

とどういう中身で、建築条例そのものが

なっていくのかと、ちょっとわかるよう

にご説明をいただきたいなと思ってます。

　３つ目は、いろいろジェイ・エス・ビー

側の思いだとか摂津市の開発の位置づけ

なども披瀝しながら、あくまでも推進し

ていくんだという立場でいろんな話が午

前中、質疑応答されました。

　この間、私ども地域に入ってまして、

まず摂津市は夕張みたいにならんのかと

いうことが質問に出されて、ちょこちょ

こ各家庭、集会所を含めて懇談会をして

ますけども、日経新聞だとか、さまざま

な新聞に摂津の平成１７年度決算の数字

が示されて摂津は大丈夫ですかというこ

とで、まず言われます。

　私的説明はしますけども、財政状況か

らして、ただ無条件でこの開発に進んで

いいのかという問題が改めて問われてい

ると思ってます。

　国会でも通常国会が始まってまして、

安倍総理が所信表明で「貧困・格差」と

いう言葉を使わなかったということでマ

スコミの批判を受けておりますけども、

社会的に大きな最大の問題は貧困と格差

の拡大のもとで、この状況は摂津市も同

じであります。

　そういう中で新年度予算が来月から審

議をされますけども、下水道料金の値上

げは断念、まだしておりませんし、１億

四、五千万円の負担増になる国民健康保

険料などの値上げもされようとしている

という、その市民生活、今ほど守るため

に頑張らなければならない、こういう事

態に、それはそのまま別の問題として多

額の金をつぎ込んでいくという、こうい

う点で改めて税金の使い方が問われてい

ると思ってます。

　そこで、まず教えていただきたいのは、

昨年１２月に示された、この概算事業費
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です。平成１４年、１５年の調査に基づ

いて、最初の出発は１４億８，０００万

円の市の負担が出発でありました。その

後、昨年の５月の３者の基本合意のとこ

ろでは、市の負担は１９億円と。

　昨年１２月には、総事業費、まちびら

きに必要な部分ですけども３５億２，８

００万円に対して本市が２１億２００万

円という数字でありました。

　まず細かくなりますけども、ここで権

利者負担額というのが４億５，４００万

円あります。これに摂津市は、ふれあい

広場とか福祉会館の用地で等価交換で駅

前に土地を所有したいという思いはあり

ますけども、この権利者負担金に摂津市

も入るのかどうか。入るならば、どのく

らい見込んでいるのかということが一つ

です。

　それと関連しまして、昨年、平成１７

年度の決算を受けて平成２４年度までの

中期見通しが示されました。ここで平成

２０年度末に差し引き、いわゆる黒字赤

字で見ますと９，４００万円の黒字で基

金も年度末で３７億３，７００万円の基

金が残りますよという数字があります。

　この説明として、歳出部分で公共事業

費関係で南千里丘まちづくり、これも含

めますと。コミュニティプラザは除くと

いう説明であります。そうしますと、財

政問題の２点目としては、この平成２４

年までの財政見通しの中に、この南千里

丘のまちづくり関係が何ぼ見とるのかと

いうのも数字をちょっと示していただき

たいなと思います。まず１点目です。

○木村委員長　吉田市長公室参事。

○吉田市長公室参事　まちづくり懇談会

を開催し、それの内容、ご意見をいろい

ろいただいた内容について、ジェイ・エ

ス・ビーはどのような形で今日まで行政

側と調整し、やってきたかということで

ございますけども、まず向こうからの提

案、基本合意書にもありますように明確

な数字としてはあらわされておりません。

　というのは、公開空地を設けるとか、

緑化に努める、環境に配慮する。そうい

う、ある程度精神的なまちづくりに対す

る思い入れを提案をいただいたというの

が根本でございます。それをもって、ど

のような形でご協力をいただけるのか。

例えば、公開空地を我々は先ほど申しま

したように２メートル以上あけていただ

きたい。緑は、法の適用のぎりぎりの最

高限度まで担保していただきたい等々の

内容をいろいろ今日まで進めてまいりま

した。それをもって、我々はまちづくり

のルールとして都市計画上の対応として

地区計画を定めていくという一つのスキー

ムの中で今まで検証し、また調整し、そ

の結果をもって、きょうご報告ができた

というふうに考えております。

　その上で、ジェイ・エス・ビーとは内

容を詰めながら今日まできてますし、今

後もいろいろな、例えば大学のサテライ

トキャンパス等につきましてもどういう

ようなカリキュラム、どういうような提

案、そして住民にとって生涯学習にとっ

て、どのような生かされ方をするのかと

いう、また時間もかかって内容を具体に

していくということもございます。

　今回は、まちづくりのルールを決めま

しょうというのが第一条件で対応いたし

ております。

　もう１点、都市計画上の今回お示しさ

せていただいてる内容でございますけど

も、基本的に大阪府の知事決定にかかわ

る用途地域につきましては、大阪府とい

ろいろな角度で協議し、その結果をもっ

て、きょうは素案としてご報告させてい

ただいております。

　これは、基本的に大阪府の承認の中で
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やっておりますので、これは素案として

は変わる内容ではございません。ただ、

地区計画とか地域地区に関しましては市

決定でございますので、市としての実勢

の中でやっております。

　特に、先ほどもご説明させていただき

ましたけれども、例えば近隣商業の場合

は、通常、摂津の場合は準防火を適用い

たしております。そこで、摂津にとりま

しては、この今回の区画整理の区域につ

いては防火地域として指定するというこ

とを相手側に申し入れもいたしておりま

す。それをもって今回ご提案もさせても

らいました。その次に、地区計画につき

ましても、やはり２メートル以上という

ことで、「以上」という言葉を使わせて

いただいてますのは今後もさらに公開空

地を取っていただくような協議をしてい

きたいということで、まだ原案としては

なりませんけども素案として意思表示を

させていただいております。これは、今

後公開空地については、まだ協議が必要

かなということを考えてる。これは市決

定でございますので、市の判断の中でやっ

ていきたいというふうに考えております。

　その次に地区計画での建築条例と申し

ますのは、建築条例そのものは建築基準

法の６８条の２、第１項に基づき定める

条例化するものでございます。これは、

建物を建築する場合、この条例に従って

ルールを明確に手続していく。そして、

相手方から例えば先ほど言いましたけど

も建築物の敷地面積の最低限度を定めて

おりますので、これでチェックしていく

という形になります。

　条例化することによって、どんなふう

になるかというのは、いろんな地区計画

を条例で定める。都市計画で定め、さら

に手続条例的な形で建築条例を定めて、

その上に大阪府と、まだ今、建築所管と

協議しておりますけれども、例えばいず

れかに該当する。つまり、違反行為をし

た場合は罰金を科すということもござい

ます。

　地区計画におきましても都市計画上の

問題を踏まえて罰則規定はございますが、

今回この条例の中には先ほど地区計画に

そぐわない、違反した場合は罰則規定も

盛り込むようになってるというふうに大

阪府からもご意見もいただいております。

　今後、そういう形で明確に地区計画が

指導していけるような形で整理してまい

りたいというふうに考えております。

　一応、私の方からこの３点のご説明を

させていただきます。

○木村委員長　小山市長公室参事。

○小山市長公室参事　それでは、南千里

丘まちづくりにかかわる事業費について

でありますが、事業費につきましては平

成１８年６月に１９億円という市の負担

金をご説明させていただきました。その

後、１２月には市の負担金が２１億２０

０万円という数字を提示させていただい

たと思います。

　事業費の増につきましては、合意時点

では平成１５年のまちづくりの調査をも

とに事業費を精査したものでありまして、

その後、基本協定後、３者合意後、区画

整理事業の実施に、あるいはまちづくり

交付金の採択に向け、再度調査した結果、

１２月時点の２１億２００万円という市

の負担金が出てきたものであります。

　その中身につきましては、区画整理事

業の中でのグレードアップ、あるいは境

川の左岸側の堤防の整備、あるいは中学

校の用地を借りた歩道の拡幅などが含ま

れておりまして、その部分が増になって

おるという状況であります。

　そして、質問の保留地に市の負担が含

まれているのかという質問につきまして
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は、市の負担は含まれております。ただ、

これにつきましてはあくまでも、この地

区平均的な事業費用でありまして、市が

幾らになるかというのは今後換地計画の

中でおおむねわかってまいります。それ

が今の予定では９月ごろに、ほぼどれく

らいの負担が発生するのかというのはわ

かってきます。

　今、現段階で想定されるのは、市とし

ては宅地の割合、ジェイ・エス・ビーと

市の宅地の割合、全体面積の市の持ち分

は約２０％弱、数字は覚えてないんです

けど十七、八％だったと思います。それ

ぐらい。平均でいけば、十七、八％の負

担と解釈していただければ結構かと思い

ます。

　ただ、市のふれあい広場につきまして

は、千里丘三島線に面しておりますので

増進が余り発生しないものですから、市

としては余り負担しない。

　反対にジェイ・エス・ビーの方の負担

の方が多くなるのではなかろうかという

判断はしております。　

○木村委員長　寺田市長公室長。

○寺田市長公室長　１７年度決算から見

た２４年度の中期財政見通しと南千里丘

まちづくりの負担分のことでございます

が、ご承知のとおり中期財政見通しは昨

年の８月に作成されたものでございまし

て、その後、南千里丘の特に駅舎の地下

道、エレベーター等の設置は、その後、

出てきたお話でございまして、中期財政

見通しの中では、その部分は含まれてお

らないというふうに聞いております。

○木村委員長　野口委員。

○野口委員　幾つか最初からご答弁いた

だいた問題について、ちょっと再質問を

させていただきます。

　これから素案が発表されて、説明会と

か府の公聴会とか、ずっと流れてきます

けども、ということは大枠で協議をなさっ

てきたと。こんなような動きも伝えてき

たということで、今回１２月７日に提案

があったと。ということは、これから提

示される素案について縦覧だとかご意見

を上げるという側にジェイ・エス・ビー

も立つということになるわけですね。そ

この確認だけ、ちょっとしておきます。

　それと、建築条例の関係は少し概略わ

かったような気もしますけども、またあ

れしたいと思います。

　それで、財政問題でお答えがあったん

ですけども、一番個人的に気に食わない

のは、どこでもそうなんですけども、開

発する場合、どんどん数億円単位でお金

がふやされると。それに対して、理由は

ちゃんと出てくるでしょう。しかし、市

民的な検証がなされないで、その範囲で

検討されて、どんどんふやしていくとい

うことは大変疑問に思うわけです。

　なおさら今、摂津の財政状況を見た場

合、この間、小学校の跡地利用の中間報

告が出て、今、パブリックコメントが出

ておりますけども、改めて見てみますと、

そんなに楽観できる財政状況だという認

識は出てないわけです。

　民間企業の倒産という、準用再建団体

なることは回避したんだという位置づけ

をしてるわけですね。

　だから、今後、お金の使い道を見た場

合に、ちゃんとしなければ、その状態は

変わりませんよと。

　今、国の方でもそうですけども、多く

の自治体で大変な借金づけであります。

そのレベルを見て高いところで、他市に

比べてちょっとましだとか、そういう比

較される場合もありますけれども、摂津

の借金、改めてきのう見てみましたら、

一般会計と特別会計、これは下水道会計

になりますけれども、総額約８２９億円

－�32�－



の残高なんです。人口が平成１８年３月

末で８万４，８５３人ですから、割りま

すと１人当たり９７万６，８６８円です。

　この水道の合計の借金を入れますと、

１人当たり１０４万円なんですよ。こん

だけの大変な借金を今、持ってるわけで

す。

　だから、今申し上げたように、たばこ

税だとか、下水道会計での平準化債の発

行によって、また新年度予算では１年前

に比べたら二十数億円、そういう関係も

含めて増収だということも言われており

ますけども、そういう現象はありますけ

ども、実態の財政状況はそうなんです。

　今先ほど申し上げたように、全国的に

は格差貧困があります。これにどういう

対応をしていくのかと、今、問われてる

わけですわね。

　さっきは下水道問題を言いましたけれ

ども、この間、市長、助役とも当初予算

の問題で懇談をさせてもらってますけど

も、６月にまた値上げを提案したいとい

うことを公言なさいました。

　ちょっとビラを出してますけども、こ

の下水道の料金を見ますと、一月２０ト

ン使用した場合に摂津が２，０５８円で

すわな。池田が１，０２９円、半額なん

です。同じ北摂地域でね。旧三区地域で

半分と倍なんですわね。それをまた値上

げしようとする。そういう気持ちも持っ

てます。

　国民健康保険でもそうであります。だ

から、二十何億円ふえてると。財政もし

んどいと。貧困格差が広がってると。ど

こにお金をまず使うべきか、おのずから

決まってくるわけです。そういう点から

して、いろいろ税金の使い方については、

やっぱりきちんと市民的に検証すべきだ

ということで、これまで統一選挙後は政

策として訴えてるわけです。

　吹田の方でも貨物駅がありますけども、

今回の条文でもそうであります。疑義が

生じた場合には、お互いに協議するとい

う条項が入ってます。ただ、政権が変わ

れば、それが可能なんです、条文上はね。

　改めて、そういう今の状況からして、

財政状況も含めて、この開発促進に無条

件でどんどん促進するということは、い

かがなものかというように思います。

　それで、この前、僕らは茨木土木事務

所へ行ってきました。府道の改善を求め

てきましたけれども、大阪府の茨木土木

事務所は府でも身近な府道沿いの歩車道

分離だとか、穴ぼこの修理だとか鉄板ぶ

たとか、予算４分の１に削られてるわけ

です。

　一方では大きな開発、関空も含めてそ

うですけども、どんどんお金がつぎ込ま

れてる。実態を改めてわかったわけです

けども、その生活道路がきちんと整備を

されてない府道もたくさんありますけど

も、市道もありますけども、きちんと安

全に通行できる状態でもないというのは

はっきりしてるわけです。そういう中で

境川の問題に関連して言えば、ボックス

化して水を流すとか、これはこの前、小

山参事が発言された人間科学大学のシン

ポジウムに参加された奈良県の方が痛烈

にご意見なさってましたけども、単純に

は、そうはいかないと。

　だから、そういう点では、予算の使い

方もそうでありますし、市全体のまちづ

くりで、この南千里丘はどういう位置づ

けなのかということもきちんと考えなけ

れば、ここは開発するんだから、そこだ

けがきれいになったから、万々歳だとい

うことにはないわけです。

　だから、そういう点はきちんと認識し

て、取り組んでいただきたいなと思いま

す。

－�33�－



　そういう点で改めて最後に公室長が中

期財政見通しに入ってないとおっしゃっ

たけども、ここに一応書いてるんですわ

な。コミュニティプラザを除くというこ

とで、南千里丘開発まちづくり。これは

一応、含んでますと書いてるわけです。

　これまでは、最初のときには１４億４，

８００万円については、１０億円を借金

して２０年から返済していきますよと。

　今は２１億円だけども、これは阪急と

も協議をして分割で、借金なしで払って

いきたいということに変わってます。そ

ういうこともあるから、改めてきちんと

お答えをいただきたいと思います。　

○木村委員長　寺田市長公室長。

○寺田市長公室長　先ほど、私の答弁が

ちょっとまずくて誤解を与えたと思うん

ですが、もう一度答弁をさせていただき

ますと、中期財政見通しを出したのが昨

年の８月で、そのときには、当初の１９

億円の南千里丘まちづくりの分は含まれ

ておりますが、ただその後、地下道、エ

レベーター分がふえましたので、そのふ

えた分は入っておりませんと、２億円で

すね。という答弁だったわけです。

　ですから、基本的に１９億円の分は入っ

ておりますが、地下道でふえた分は、そ

の後に出てきた問題ですから、その分が

入っておらないという答弁で、非常に、

ちょっと言い回しが悪かったので誤解を

与えたかもわかりませんが。

　ですから、この中期財政見通しの中で

は、ふえた２億円については含まれてお

りませんという答弁になります。

○木村委員長　吉田市長公室参事。

○吉田市長公室参事　ジェイ・エス・ビー

との提案に基づいてということで、最終

的にこのまちづくりに対します地区計画

を設定する場合、意見書が出るのかとい

う前に当然、基本的には地区計画の手続

上は地区内の指定する地区内の方の同意

に基づきというのが前提条件になります

んで、先に同意をいただくことになりま

す。

　その次に縦覧というのは、意見を述べ

れるということでございますので、例え

ばこれは、ここのジェイ・エス・ビーと

市の２者しか権利者はございませんので、

そのあたり若干、面食らうというか、ちょっ

と段取りがほかと違いますのは、例えば

区画整理が何十人、何百人の方たちが、

権利者の方々がおられて、その中で地区

計画を定めるというのは、なかなか非常

に難しいんですけれども、今回は民間か

ら提案を１２月にいただき、それを検証

し、数値化して、内容を整理し、それに

基づいて同意をいただくということにな

りますので、手続上は同意のもとに手続

に入る。そして、６月ごろ案の縦覧とい

う形になるということでございますけど

も、手続上はそういう話になります。

○木村委員長　野口委員。

○野口委員　もう少しきちんとしたご答

弁をいただきたいと思うんですよ。僕ら

は、この資料に基づいてわかってる範囲

内で財政的な見通しについてお尋ねする

わけです。

　確かに、つくった時点でそういう時期

かもわかりません。そしたら、これにつ

いて質問してるんだから、これと整合し

て現状はどういうふうな財政見通しなの

かという立場でご答弁いただかなければ

論議ができない、はっきり言って。

　懇談会でもそうですけども、安全面を

含めてここはこうしてほしいとか、要求

がどんどん出るわけですわ。

　当然、お金もかさんでくるわけです。

そういう面でもいろいろ今後は財政的な

見通しをきちんと持たなければ、この一

区画にどんどんお金をつぎ込まれて、千
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里丘西口、正雀、摂津全体、どうなりま

すか。

　先ほど、総計の問題も出ましたけども、

記憶では平成８年の３月ですか、今の総

計ができました。平成２２年に１０万人

の人口をつくりますということが摂津市

の基本計画であります。

　しかし、今も１１年たってますけども、

人口が減ってます。改めて、一つの部分

の開発で助役は１０万人を目指すという

ことをおっしゃってるんだけども、そん

なあほなと思います。こんだけ市民生活

大変なんですよ。

　だから、少なくとももう少し多くの方々

の合意に基づいて、こんだけのお金を使

いますと。こういう位置づけですよと。

しかし、市民生活も大変なんだから、こ

の予算はこれに使いますよと。当面、行

政もしんどいけれども財政工面をして公

共料金の値上げはしませんよという、最

低そういう発信を僕はすべきだと思うん

ですよ。

　それなしで別問題として、どんどん開

発にお金をつぎ込んでいくという、この

姿勢が僕はおかしいと思います。

　先ほど、助役は高槻駅前の例で首が痛

いとおっしゃったけども、それは言い方

は別にしても足元の問題を見ていただい

て、胸に秘めていただきたいなという気

もしますけども。

　だから、総論的に助役のご答弁をいた

だきますけども、この間、共産党として

政治と暮らしのアンケートに取り組んで

きました。その９８％が南千里丘問題、

共産党のご意見に賛成ですよと。当然反

対の方もおりますよ。開発賛成という方

もおりますけども、そういうご意見の場

合は、特に去年６月からの住民税負担を

含めて大変負担がふえたという問題があっ

て、年金も減らされる、保険料もふえる

という、どんどんどんどん身銭を切らざ

るを得ないという市民的な実態もあるわ

けです。そういう部分に対して、行政と

して発信もしないで何事かという気がす

るわけです。そういう点で、改めて来月

から新年度予算の審議が始まりますけど

も、今回の予算の問題と、今日的な問題

について税金の使い方の問題について、

助役のご答弁を求めて終わりたいと思い

ます。

○木村委員長　若干、一般質問的になっ

て、きょうは一応、素案なり骨子が出て

きたことについての一定説明を受けると

いう形を取っておりますし、この場でこ

の南千里丘問題を反対か賛成かという結

論を出す場では、私はないと思います。

　だけども、一応、野口委員のおっしゃっ

てることについて、今後、代表質問なり、

いろんな場面でやられると思いますんで、

今の時点で助役の方で一定の答弁をして

もらったらいいと思います。小野助役。

○小野助役　今の野口委員の言葉を聞い

ておりまして、こういう財政見通しを出

すのか出さないのかというのは、相当前

に議論はしたと思います。

　財政方は、なかなか出したくないと。

出してしまうと、その数字が書いてある

ではないかと。そこの乖離をいかにとい

うような形があって、なかなか他市とも

こういうのを出したがらないと。しかし、

摂津はこういうのをきちんと出していこ

うという事情であります。

　それで、１８年８月現在の資料と、こ

の来週から開催をお願いします１９年第

１回定例会での中身を見ておりましたら、

まずそこでも、今、野口委員がおっしゃっ

たように、これはまさしく第１回定例会

での議論だなと。そこで、また深めさせ

ていただきたいと思っております。

　ただ、一つ言えることは、ここに歳出
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で扶助費は毎年３％増を見込んだと。こ

れは、私が承知しておる１９年度当初予

算は約６．６％ぐらい伸びてくると思い

ます。これ一つを見ても、これだけで倍

から違うということがあります。これは、

まさしく野口委員がおっしゃっているよ

うに生活保護世帯の増等が非常に大きな

影響をしておるということでありますか

ら、１９年度予算と１８年度予算当初で

は６．６％ぐらい違うんではないだろう

かというようには思っております。

　それで、今後の議論でありますが、確

かに特別会計を入れて１７年度決算では

８８４億円という聴取いたしております。

これ、マックスが平成１０年の１，０５

８億円でありますから、大体百七、八十

億円が減ってきたと。それでも、まだ高

い数値にはあるということは十分承知は

いたしております。

　それで、今後の一つの考え方として、

この中期財政見通しをまたつくり直しが

必要になるわけですが、私はもう一つ、

今後大きな議論になってくると見ており

ますのは、公社の債務がどれだけあるか

ということが大きな中身であります。こ

れ、私どもよかったなと思っているのは、

府下平均、今、標準財政規模の大体２４

％、まだ持っております、府下は。

　私どもは、１２％まで下げてまいりま

した。これは買い戻しをした結果であり

ます。こういったことも公債費の中に入っ

てきているということもあります。

　だから、そういったことで今後の大き

な課題は、そういう問題で議論をこの第

１回定例会でお願いしなければならない

と思ってます。

　それで、今後この南千里丘まちづくり

で大きな中身は、確かに新駅１１．５億

円、区画整理３．３億円、会館周辺整備

で４．２億円、これで１９億円であった

ものが今日までに２１億円になったと。

これは昨年１２月にお示しいたした中身

であります。

　今後の大きな課題というのは、一にも

二にも、いわゆるコミュニティプラザ、

約７，０００平米と見て３５万と見た場

合、約２２億５，０００万円程度の財源

は要るだろうというように思います。

　これを吉田参事が言っておりますよう

にリース、もしくはリースバック、また

そのほかの方法で、どう調整できるかと。

これが大きな財政課題になるなというよ

うに思います。

　その他もろもろが出てくるかもわかり

ませんが、そういった議論を今後この当

初予算の中で十分させていただきたいと

思ってます。

　ただ、私はこの野口委員がおっしゃっ

た地方自治の本旨は、やっぱり住民福祉

の向上でありますから、これはハード・

ソフト整合性のあるまちづくりでなけれ

ばならないというふうに思っております。

　やはり、人口の問題が、減ればまちは

死ぬと私自身は以前から言ってまいりま

した。人口がふえることによって活性化

いたしますし、個人市民税、また固定資

産税もお願いできるわけでございますか

ら、やはりまちを活性化するためには、

ハード事業も大事であると。そこには、

やっぱり人口増をしなければならない、

これは午前中の嶋野委員にもお答えをし

たとおりでございます。

　そういったソフト・ハードに整合性の

あるまちづくりの中で、しかも確かに私

どもが企業誘致条例で２３年にはないと

見た場合、平準化債は２２年度でないと

見た場合、約２１億円の穴があくという

ふうに見ます。

　確かに、来年度予算は約２６億円程度、

税が伸びると見ておりますので１９６億
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円程度になるのかなと。そうすると、一

番マックスが平成９年度２０２億円でご

ざいましたから、それに近づくような数

字であります。これは、反対に地方交付

税が不交付団体になるがゆえに実入りが

全部入ってきた。

　野口委員がおっしゃった、そこには市

民いじめの定率減税が入ってきてるやな

いかとおっしゃると思うんですが、幸い

と言いますか交付税をいただかなかった

市であるがために、他市は交付税で調整

されますが、うちはその交付税がないた

めに生ではいってくるという、そういう

効果もあったということですが、これを

どういうふうに今後見ていくかというこ

とがありますし、その辺のところは今、

委員長がおっしゃったように、この１９

年第１回定例会で各審査の中で十分なご

議論をし、私どもも責任を持って答えて

いきたいなと。

　南千里丘については、私どもが気にし

ているのは、いわゆるコミュニティプラ

ザ、どうしてもこれはやらなければなら

ないというふうに考えております。市の

核になる施設であります。これの申し上

げた約２０億円から２５億円の間で動い

てくるであろうというこの施設、どう調

達できるかということをまた具体的にし

た中でお示しもしたいと。できる限り、

民間活力というもとにおいた、民間でお

願いできれば民間でお願いし、できるだ

け平準化した支出でもっていきたい。

　できれば、総額も減らしたいというノ

ウハウを持って知恵を絞ってまいりたい

なというふうに考えております。

○木村委員長　はい、ほかに。柴田委員。

○柴田委員　それでは最後になりました。

きょう午前中、そしてまた今、野口委員

の質問など、また助役を初め、皆さんの

答弁で、この流れというのはわかりまし

た。

　そこで、ちょっと気になったことは、

ジェイ・エス・ビー、この会社がまだ今

回摂津市に来て計画を立てて事業を進め

ていかれるということが、向こうにとっ

ても初めてのケース。我々も正直言うて、

この会社がサテライトキャンパスという

ような言葉の中でつくっていただく民間

施行の事業というか、施設がどんなもの

なのかというのは、全く頭の中に描けま

せん。

　そこで、よく市民から「いよいよ南千

里丘はスタートですね」と、「阪急に駅

ができるんですね」と、「将来のまちづ

くりに、あそこが発信基地になるんです

ね」と。この程度のことは言うてもらえ

るんですが、福祉だとか高齢者だとか、

子育てだとか、いろいろなことを含めた

サテライトキャンパスというんですか、

学校教育的なものを中心とした、そうい

う施設が来るということは、漠然とは説

明できるんだけれども、当初はこんなも

ので、将来はこういうようなところまで

膨らんだ計画を持って、それが摂津市の

今、考えてるまちづくり、また市づくり

と整合性を図って、将来、摂津市が抱え

るであろう福祉問題、それから子育て問

題、シルバーの老人問題、そういうもの

が、この施設の中でうまくかみ合って喜

んでもらえるものになるんですよという

説明が残念ながらできない、私、今、現

実では。

　先ほど、助役が、やっぱり大事なこと

をおっしゃったと思う。これがジェイ・

エス・ビー、民間に利用されるようなこ

とへの計画であってはならないと。私も

一番、今それが心配するわけです。

　そこで、このようなものをもうちょっ

と具体的に、我々が市民に説明できるよ

うな勉強会というんですか、本来なら過
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去にもう既にあるんであれば政務調査費

払ってでも、その施設を見学させてもらっ

て、今あるのはこうだと。将来は、こう

いうところまで広げていくんだというこ

とをこの目で見れるような状況ができれ

ばいいんですけれども、どうやらこの会

社は学生の寮というんですか、マンショ

ンを特に計画的に全国的にそういう企業

を発展させて４万戸もあると。

　しかし、これから学校はだんだん減っ

てくる。だから、今までのようにマンショ

ンというような、こういう施設も行き詰

まってくる。そこで考えてくるのは、一

つの新しいものの付加価値のついた施設

をつくっていきたいと。また、そこへ学

者がいろいろと知恵も貸してあげてもろ

て、学者の言う、こういうまちが将来の

理想のまちですよということで、ここを

テストケースにやられるんではないかな

というふうに思うんですよ。

　それが成功したら、私はこんなありが

たいことはない。しかし、企業というの

はしょせんは、やっぱり営利を追及して

いかれるであろうし、どういうような社

会の状況が変わってきたときに、そこが

撤退をしなければならないというような

状況も来るのではないかという危惧すら、

私はきょうの説明を聞いて感ずるわけで

すよ。

　だから、そういうところで、もう少し、

第１点はこのジェイ・エス・ビー、この

企業が本当に摂津市との整合性を図る中

で、どのようなことを協力して、どのよ

うなことをお互いに共存共栄でやってい

ただける。そこらのもうちょっと具体的

な勉強会というようなものを将来開いて

もらえるのかどうか。また、我々に教え

てもらえるのかどうか、そういうことが

まずありますね。

　それともう一つは、例えば摂津市には

人間科学大学がありますね。そこでは老

人大学だとか、いろいろな、女性大学と

か、今、開校してますわね。やっぱり、

これからの大学としての生き残りという

ことから、やっぱり薫英学園であっても、

ここの中で定着していきたいという考え

方を持って、今まで摂津市にも一定の貢

献はされてきていると思うんですよね。

そこらの整合性を先ほどの話の中では、

そういう講座も今度はこっちで開いてい

くんだということになってくれば、今ま

でやってきた薫英を中心とした人間科学

大学なり、いろいろな施設との、学校と

の関係はどうなるんだ。

　この関係、学校だって今から８年ほど

前に摂津市がここにキャンパスをつくっ

てくださいという要請をしてできた学校

であるということも覚えておいてもらわ

ないとですね、これ、勝手に来はった学

校じゃないんですよ。

　摂津市が学園都市として誘致をしたい

ということを、形だけでも要望書を出し

て、あそこにできてる人間科学大学だと

いうこともあるわけですよね。

　その辺との整合性もどうなるのか。こ

の施設が来ることによって、人間科学大

学の学校そのものも十分活用できるセン

ターとして使えるんだということであれ

ば、また人間科学大学とも十分コンタク

トを取って、あなた方が今度ここで摂津

市がやるこういう施設は、あなた方のこ

れからの一つの教育の発展の場としても

十分使ってもらえる施設が来るんですよ

というようなことも説明もしてあげない

かんのやないかと。その辺の見通しがちょっ

と私は案じられますので、一度、その辺

はどうなのかということ。

　それからもう一つ、さっき境川の問題

で、これは私もあの開発の中で境川だけ

を今の現状で残してしまうということは、
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いかがなものかと思うんですよ。

　一つ考えてほしいんですね。環境とい

うことを今回は中心にして、できるだけ

環境のいいまちをつくっていくというこ

とですから、環境で自然を残すというこ

とで、あの境川を残した方が将来にとっ

て環境的にも自然的にもいいという結論

になるのか。

　あの全体を含めて、少々、大阪府が難

色を示されようが、暗渠化して、あの上

を上手に使ってまちづくりをした方がい

いのか。私には、ちょっとそこのところ

がわかりませんので、それはひとつ担当

の方で十分、一度議論をしていただいて、

やっぱり今、ジェイ・エス・ビーがおっ

しゃるように一緒に開発したいというこ

とで、将来のまちづくりになるのであれ

ば、そこは時には英断を振るっていただ

いて、いろいろと一級河川という問題も

あると思いますけれども、その辺もひと

つ考えていただきたい。これはもう、要

望です。

　第１点目だけ、ちょっと漠然と言いま

したけれども、考え方を述べていただき

たい。

○木村委員長　寺田市長公室長。

○寺田市長公室長　１点目のご質問でご

ざいますが、今回、民間の企業と協力し

てやっていくということでご心配の点も

多々あると思うんですが、ただこのジェ

イ・エス・ビーと摂津で初めてのケース

で取り組むということでございますが、

ハード面とソフト面と両方ございまして、

ハード面でしたら先ほど答弁いたしまし

たように、建物ですね、コミュニティプ

ラザも一緒に建てませんかと。

　そうすると、建築単価も安くなるし、

そういうようなメリットもあるわけです

が、特にソフト面でございますが、恐ら

くジェイ・エス・ビーは本業が学生マン

ションを建てられて全国に展開されてお

るわけですが、これは私の私見になるん

ですが、ややもすると学生マンションと

いうと地域では非常に毛嫌いをされる嫌

いがあります。

　そういうことからあって、やっぱりイ

メージアップということで、学生マンショ

ンと大学サテライトキャンパスをひっつ

けて、いろいろ学生の皆さんに地域での

貢献みたいなものをしていただこうとい

うようなこともねらいになるんではない

かというふうに考えております。

　それで、大学サテライトキャンパスで

具体的に、どこの大学がどのようなカリ

キュラムで、どのようなことをするかと

いうのは、まだ決まっておりません。そ

れは今後、進めていくわけでございます

が、今、大阪大学、午前中ご答弁をさせ

ていただいたんですが、そこでさまざま

なお話を聞いておりますと、大阪大学の

方は、できれば生涯学習ということで、

これから団塊の世代の方が退職をされる

と。その人たちに地域での、いろんな連

携ということで、人づくりみたいなんが

できないかと。

　そのためには、大学はいろんな、環境

とか、あるいは地方自治もそうですし、

福祉もそうですし、健康、教育、そうい

うものを地域の住民の方々に大学のサテ

ライトキャンパスと横にありますコミュ

ニティプラザを両方使って、そういうこ

とをつくっていきませんかと。それにつ

いては、大学のさまざまな教授、あるい

は学生等も派遣をして、いろいろとさせ

ていただきますよと。それで摂津市の人

づくりを行いませんかというようなご提

案もいただいております。

　ですから、今の段階では個々具体的に

は、この間やりました市民フォーラムの

食育とか、あるいは子どもの運動機能の
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問題については具体的に取り組んでいき

ますが、その後の問題については今後、

大阪大学と協議して、いろんな取り組み

について検討をしていくということで、

極めて概略的な説明になるわけですが、

まだ大学のサテライトキャンパス、ある

いはコミュニティプラザがどういう形で

できるかというのは、まだ決まっており

ませんが、そのできてからということで

はなしに、今から徐々にそういう連携を

深めて取り組んでいきたいというイメー

ジでございます。

　それと、ジェイ・エス・ビーの今後の

かかわり方でございますが、通常、開発

業者であれば、物をつくってしまえば、

それでおしまいということでございます

が、ジェイ・エス・ビーの方は特定目的

会社、ＳＰＣをつくって、それでその大

学のサテライトキャンパス、あるいはコ

ミュニティプラザの連携をその会社が担っ

ていくと。ですから、将来もそこにジェ

イ・エス・ビーの特定目的会社になりま

すけれども、残ってそれを運営をしてい

くということでございますから、将来も

含めて責任ある運営をやっていただける

というふうに思っております。

　それと、地元の人間科学大学ですね。

それとの連携についても先ほど言いまし

た文化創造企画の方でも連携を今後考え

ていくと。ですから、文化創造企画の方

は、いろいろと名乗り上げていただいた

大学については協議をし、どんどん協力

をしていただいて、その中でつくってい

きたいというふうにおっしゃっておられ

ます。

○木村委員長　柴田委員。

○柴田委員　この内容だけでやったら、

やっぱりジェイ・エス・ビー、取り組ん

でくれる摂津市に対しての意気込みは、

そら我々も万々歳でお受けしてお願いし

たいということやけども、当初にありま

したように、やっぱりしょせんは民間で

あり、やっぱり営利というものを全く無

視してできる企業じゃないということが

現実にありますね。

　だから、今、新しいものをつくるにし

ても違う会社をつくって、それでやはり

採算性ということも考えていかれる。我々

が今後、提供したいということへかける

費用が、そこの会社を使って、そこをう

まく運用していった方がどうなのかとい

うことは、今後判断していかないかん問

題が出てくると思うんですね。

　今度は一つ懸念というか、私もちょっ

と感ずることは、例えばサテライトキャ

ンパスとコミュニティプラザを一つ、一

体物にしていくということ。

　コミュニティプラザの中は、ご承知の

ように福祉会館の原則的な建てかえ、今

までの福祉会館にあった機能をより充実

して、今まで使ってた人が、より使いや

すいものをつくってほしいという一般の

ジェイ・エス・ビーとはまた違う角度で

の希望があるわけですね。

　もう一つは、これを市内だけではいか

ん、もっと郊外にも広げていった、やっ

ぱりにぎわいをつくっていくという施設

にしていきたいということで、先般も市

長は文化連盟の会議のときに、今、中ホー

ルはあるけれども、今度は小ホールもつ

くって、ひとつそういうものへの寄与も

していきたい。

　こういう、お互いに今度のコミュニティ

プラザ、我々にとってはこんなんだと。

また、こっちのサテライトキャンパスの

方から、この施設をうまく使ってという

ようなことでお互いにそれは行き来すれ

ばいいけど、時にはあのホールなり、ま

た施設がプラチナ施設、なかなか予約が

できない施設になるんじゃないかと。利
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便性がいいとか、いろいろなことで。そ

のときに、やっぱり実際でき上がったも

のが市民や当初の目的から離れてしまっ

て実際は使いにくいものになってしまう

んじゃないかと、こういう懸念も感じる。

ちょっと、これは老婆心かもわかりませ

んけど感ずるわけですよね。

　そこらのこともやっぱり今後、このコ

ミュニティプラザと、それからサテライ

トキャンパスとの整合性を図って、空き

時間などを１００％上手に使ってもらえ

るので、これはもういい意味で両方にま

たいでることによって有効活用ができる

という部分は、ぜひ伸ばしていただきた

いけれども、どうもここが上へかぶさっ

てしまったんで、一般の本来の目的の人

がほとんど使えないじゃないかというよ

うなことになるとなれば、これもちょっ

と心配だなと。

　まだ、今からつくってみなわかりませ

んから、そんなことを今から言うたって

鬼が笑いまっせと言われるかもしらんけ

れども、やっぱりどうやら、この話をずっ

といくと、ジェイ・エス・ビー、向こう

が持ってる考え方と、うちが持ってる考

え方と、今、ドッキングはさせてるけれ

ども、おのずからそこに乖離というか、

ギャップがあって今後そういうことで、

やっぱり行き詰まっていくというような

こと、またしようとするというようなこ

とも出てこないかという。ちょっと案ず

るところがありますんで、十分その辺の

ところはこのことを中身を深めていけば

いくほど詰めていってもらえるように私

はお願いし、また我々にもわかるように

説明をしていただきたいということをお

願いしといて、これで質問を終わります

からご答弁があればしてください。

○木村委員長　寺田市長公室長。

○寺田市長公室長　コミュニティプラザ

とサテライトキャンパスとの関係でござ

いますが、現時点で基本的にはコミュニ

ティプラザにつきましては市民に供する

施設ということで大学が利用していただ

くというようなことは基本的に考えてお

りません。市民中心の施設でございます。

　ですから、その連携ということになり

ますと、そこでいろんな講座を打つ場合、

市民対象の講座を打つ場合、大学のいろ

んな協力で講師に来ていただいて、いろ

んなそこで取り組みをしていただくとい

うふうに、基本的には今時点で考えてお

ります。

　大学は大学でサテライトキャンパスを

つくられて、その中でやられる活動でご

ざいますから、それとそれとのいろんな

施設を貸すということではなしに、いろ

んなノウハウを含めて連携をしていきた

いというふうに思っております。

○木村委員長　そうしたら、大体、委員

の皆さんのご意見が出たようですし、委

員長として質問ということでなしに意見

として申し上げたいことは、午前中の説

明で感じたことは、やはり土地所有者の

提案の骨子、あるいは基本合意及び覚書、

あるいは素案等について、いろいろとジェ

イ・エス・ビーのなみなみならぬ熱意と

いうものは感じましたし、市に対する協

力ということも感じました。

　一方で、委員の皆さんから共通して指

摘されておる問題は、境川の問題が一つ

気になるんですけれども、これは答弁で

もありましたように、いろんな諸条件を

そろえた上で大阪府が仮に許可をすると

いうことになったときに、果たして事業

費について、これ以上、２１億２００万

円から、さらに市の負担が大きくなると

いうことでは、大変またいろいろな問題

が出てくると思いますし、それをそうし

たらジェイ・エス・ビーの方でやっても
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らえますかというふうになったときに、

ジェイ・エス・ビーとしては、そこまで

はできませんということになったときに、

そのままでジェイ・エス・ビーとしては、

まちづくりをやっていかれるのか。

　いや、さらに踏み込んで、その事業費

のことについてもジェイ・エス・ビーと

して負担をしていくという形、あとは管

理上の問題は市の方になってくるという

ようなことも起こってくると思いますん

で、その辺のことについては、やはり十

分、ジェイ・エス・ビーとの協議の中で

詰めておいてもらいたいと思います。

　それが市の負担でやらなければならな

いということになってきますと、この計

画そのものに対して多くの意見が出てく

るかと思いますんで、その辺は慎重に、

ひとつよろしくお願いをしておきたいと

思います。

　以上で、委員会を終わります。

（午後１時５３分　閉会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

駅前等再開発特別委員会

　委員長　　　木 村 勝 彦

駅前等再開発特別委員会

　委　員　　　　山 本 善 信
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